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Ｒ住宅⻑期維持管理制度（仮称）

従来から、優良なリノベーションを実施した住宅には「Ｒ住宅」としてラベリングしていたが、この「Ｒ住宅」に加え、「安心R
住宅」の基準を満たす住宅を対象として、維持管理の仕組みを構築。

協議会名称：Ｒ住宅定期点検制度
構成員： (一社)リノベーション住宅推進協議会（代表者）、オリックス銀行㈱、㈱北洋銀行、(公社)東

京都不動産鑑定士協会、(一社)マンション計画修繕施工協会、（株）住宅あんしん保証、（株）
日本住宅保証検査機構

１．住宅の維持保全・性能向上に係るする取組 ３．金融・流通商品開発にかかる取組

【金融面の取組における課題と解決】

「R住宅＋安心R住宅」基準を満たす住宅に対して、住
宅ローンを開発（進行中）。

【R住宅 維持管理制度】
優良なリノベーション住宅の基準である「R住宅」に加え、「安心R住宅」の基準を
満たす住宅を対象に、維持管理を促す仕組みを構築。
引き渡し後、消費者が「無理なく」維持管理が行える仕組みを目指す。

２．住宅の資産価値の適正評価に係る取組

【事業者が使いやすく、かつ評価を得られる手法への取組】
「JAREAHAS」や「価格査定マニュアル」をベースにした評価と、当協議会の長

期修繕計画をベースにした独自の評価手法の双方を検証し、事業者が継続的
に利用でき、かつ適正な評価が得られる評価手法を構築する。

引き渡し時の性能

R住宅基準適合＋
安心R住宅適合

R住宅基準とは、（一社）リノベーション住宅推進協議会が定める「検査→工事→開示→保証→住宅履
歴」の5つのフローに則ったリノベーションの基準。住宅のタイプ別に基準を設け、給排水や下地など目
に見えない、わかりにくい重要なインフラ部分の検査＋2年以上の保証、住宅履歴などを義務としている。
累計登録件数約3万5千件（2018年2月現在）。

引き渡し以降の性能

R住宅基準をベースにした長期修繕計
画を顧客に提供。
維持保全を行う～5年ごとのインスペク
ション＋リノベーションを促す。

内容

４．住宅ブランド化・情報提供に係る取組

【ラベリンングによるブランド化】

ラべリングを活用
することで、消費者
にわかりやすく、
認知拡大を図る

【安心R住宅説明会】

・消費者に対しての情報発信の担い手である事業者
に向けて新しい制度である「安心R住宅」の説明会を
全国９都市で実施。

【HP/SNSでの告知】
・R住宅制度の認知拡大の情報発信をHP/SNSで実
施。（安心R住宅については今後）
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北海道既存住宅流通促進協議会優良住宅ストック増進事業
「北海道CLAIV住宅ファイル」「北海道CLAIV適合認定住宅」

宅建業者が相談を受けた既存住宅（新築を除く）等について、瑕疵保険適合検査、インスペクターによる建物診断、実施されたリフォーム（リ
ノベーション）の内容、不動産鑑定士による価格等調査などが、宅地建物取引士のコーディネートにより実施され、宅建業者の重要事項説明
書とともに情報ファイル「北海道CLAIV住宅ファイル」として集約される。この情報が消費者に共有される。一定の要件により「北海道CLAIV
適合認定住宅」と認定された場合には、借入期間の延長、調査費用・リフォーム費用を一体化したローンの活用など優遇を受けられることか
ら優良なストックの増進と、既存住宅の流通の活性化に寄与する。

協議会：北海道既存住宅流通促進協議会

構成員：公益社団法人北海道不動産鑑定士協会（代表者）、公益社団法人北海道宅地建物取引
業協会、公益社団法人全日本不動産協会北海道本部

１．住宅性能の向上・維持保全に資する取組 ３．金融面（金融商品・資金調達支援）の取組

「北海道CLAIV住宅ファイル」と 「北海道CLAIV適

合住宅」により、既存の住宅について、北方型住宅な
どのブランド、品等、劣化の状況と補修の有無・可能
性、JAREA-HASに基づく建物の品質・ランクに応じた

評価額、判定された残存耐用年数、あるいは瑕疵保
険付保の有無などの情報を一元的に管理される。これ
らの情報を基に、金融機関が新たに開発する金融商
品により金利優遇、融資限度額拡大、融資期間の延
長などにおいて優遇する。

２．住宅性能を適正な価格評価につなげる仕組み

工事見積書、建物診断、評価報告書の用語、様式などの一連性を確保して、北
海道版JAREA-HAS※を適用して、建物の現状と性能、リフォームの関係及び
その価値について「見える化」を実現する。

※（公社）日本不動産鑑定士協会連合会の開発した建物評価システムの拡張版

「北海道CLAIV適合住宅」を国の「安心Ｒ住宅」を踏ま
えた北海道独自のブランドとして制度の名称・ロゴマー
クを策定する。改正宅建業法（平成30年4月）に合わせ
て制度参画事業者への啓発セミナーを実施する。「既
存住宅評価検査促進キャンペーン」など消費者向け広
報、ＰＲを展開し、制定されたロゴマークは「適正に診
断されたストック住宅」であることを示す標章として各
住宅に貼られたり、宅建業者等が「新制度取扱業者」
であることを示すために、店舗や名刺等にロゴマーク
を入れたりすることで、事業イメージの浸透を図る。北
海道の宅建業者約４，０００社が当事業の情報発信の
先頭に立つ。

４．住宅ブランド化・情報提供に係る取組
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地域の特性、優位性を明確化した流通の取組】
地域自治組織や行政・地元大学と連

携した「地域運営組織」を構築し、環境・
景観・地域コミュニティ等の地域特性・優
位性を活かした中古住宅の活用を図る。

転入移住の促進と高齢者の地域内住
み替えを二つの柱として、多様な暮らし方
の提案をする仕組みを検討する。

このことにより、広範な世代のニーズに
対応する住宅流通と地域連携による「安
心」を提供し、需要を喚起する。
【維持保全に係る取組】

インスペクションの結果を踏まえ、補修・修繕の内容及び体制について検討
を行う。

ＮＰＯを事務局とした地域運営組織による相談窓口を常設する。
北海道の住宅履歴保管システム「きた住まいる」との連携を図る。

地方の過疎化が進展する集落の再生を図るため、移住者等の受け入れにも資する既存住宅の資産価値の向上、維持保全のルール
とそれに対する金融支援（旭川信用金庫による金利優遇ローン等）の仕組みを検討する。

２．住宅の資産の価値の評価に係る取組

１．住宅の維持保全・性能向上に係る取組 ３．金融商品・流通商品開発に係る取組

４．住宅ブランド化・情報提供に係る取組

協議会名称：良質住宅ストック形成促進協議会

構成員： （特非）グラウンドワーク西神楽（代表者）、旭川信用金庫、 道北振興（㈱）、（地独）
北海道立総合研究機構北方建築総合研究所

持続可能な集落を目指した地域組織による住宅
流通促進の仕組みの開発・周知・試⾏事業

既存の性能評価＋西神楽ならではの価値の評価

既存住宅所有者

提案 承諾

・現状の住宅評価
・多様な住み方の提案

(情報発信)
・インターネット(SNS)
・住民の口コミ

ユーザー(道内・道外)

相談窓靴の設置(金融・起業支援)

ｲﾝｽﾍﾟｸｼｮﾝ・ﾘﾌｫｰﾑの実施

住宅の資産価値評価性能表示
「住みやすい西神楽住宅」

流通促進

情報共有
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住宅ストックを活用した秋田まちなみ
再生プロジェクト

協議会名：秋田県良質住宅普及協会
構成員：一般社団法人次世代不動産業支援機構（代表者）、株式会社むつみワールド、

むつみホーム株式会社、一般財団法人日本不動産研究所、株式会社日本住宅
保証検査機構、株式会社秋田銀行

２．住宅の資産の価値の評価に係る取組

１．住宅の維持保全・性能向上に係る取組

既存住宅の「安心・安全性、快適性、将来性」を消費者目線で診断し、金融機関による評価に反映するため、既存住宅
の資産価値をハード（建物の性能など） ※１とソフト（地域性、流通のしやすさ、取引の安全度など） ※２の両面から判定した
住宅を「秋田既存安心住宅」 として認定 ※３し、住宅ローンの金利引下げ・融資期間の拡大を行う仕組みを開発した。

既存住宅のハードの判定項目（※１）
・住宅性能（耐震性、バリアフリー性、省エネ・断熱性、気密性）
既存住宅のソフトの判定項目（※２）
・インスペクションの質（検査項目、報告書）
・アフターケア（リフォーム提案、長期修繕計画、設備保証サービス）
・履歴（修繕、増改築）
・価格妥当性
・地域性
「秋田既存安心住宅」として認定（※３）
評価点数は、不可（-1点）、☆（1点）～☆☆☆☆☆（5点）として、
☆以上はインスペクション、維持保全計画の策定を必須とする。
また、維持保全計画に基づく3～10年毎の定期点検と修繕を
行うこと、その内容については当協会が管理する住宅履歴情報
に登録することなどを契約書に明記する。

「秋田既存安心住宅」の評価は、判定
結果を考慮して、原価法（JAREA 
HAS）、取引事例比較法、収益還元法

などを総合的に用いて、対象物件の運
用方法に合わせて判断する。

３．金融商品・流通商品開発に係る取組

秋田銀行、来年度からは秋田信用

金庫も加わり、「秋田既存安心住宅」
（☆～☆☆☆☆☆）優遇ローン（金利
引下げ・融資期間の拡大）を販売する。

４．住宅ブランド化・情報提供に係る取組

・秋田県宅建協会、秋田県建築士協
会、秋田安心リフォーム協会それぞ
れによる広報

・アンケート調査、消費者説明会によ
る広報
・WEBサイトによる広告 5



検査・評価

金融機関

技術サポート設計・施工

（一財）ベターリビングオフィスミカミ地域工務店

武蔵野銀行

宮崎銀行

西武信用金庫

長期寿命住宅

構造計画研究所 地域工務店

維持管理時

②げんき点検
実施

③維持保全確認書
発行

点検記録提出

メンテ実施状況の
チェック

点検連絡

点検・メンテ履歴
情報登録

①点検時期
アナウンス

リビングポイント
おうちポイント活用

地域密着の⼯務店と⾦融機関が連携した「住宅価値表⽰」
に基づく住宅ストック維持・向上促進プロジェクト 様式9

独自の経済的残存年数を考慮した上で、価格査定マ
ニュアルや不動産鑑定士による意見を加味し「住宅価
値表示算定システム」を開発（※４）

２．住宅の資産価値の適正評価に係る取組

施工品質確保の取組（※１）
・長寿命住宅研究会が認定する一定以上の施工に係る技術
水準を有する工務店が施工したもの
性能確保の取組（※２）
・長期優良住宅認定かつ設計・建設住宅性能評価を取得

（認定を受けた設計図書どおりに施工されているか現場検査を含む）

１．住宅の維持保全・性能向上に係る取組

・宮崎銀行「住生活あんしんペアローン」（住宅ローンと
併用できるﾌﾘｰﾛｰﾝの融資期間を延長１０年→２０年）

・武蔵野銀行「むさしの住宅ﾛｰﾝｽｰﾊﾟｰ大満足」（通常商
品より金利引下0.１%を実施）

・西武信用金庫「長寿命住宅研究会連携スーパー住宅
ローン」（融資期間延長３５年→ 長６０年）

３．金融・流通商品開発に係る取組（※５）

・ホームページによる広告の策定・実施

４．住宅ブランド化・情報提供に係る取組

既存住宅の流通促進に資する良質で寿命の長い住宅の供給を促進するため、施工品質※１、性能※２及び維持管理※３

について一定の水準を満たす住宅を「長寿命住宅」として認定し、当該住宅に対して、独自に開発した資産価値評価手
法※４による結果を踏まえ、住宅ローンの金利引下げ・融資期間の拡大※５を行う仕組みを開発した。

--仕組みのイメージ--

協議会名：長寿命住宅研究会ＷＧ

構成員：長寿命住宅研究会（代表者）、㈱埼玉りそな銀行、（株）武蔵野銀行、（株）宮崎銀行、西武信
用金庫、住宅保証機構㈱、構造計画研究所、㈱リアルコンサル、（株）高砂建設、アイホーム
（株）、（株）小嶋工務店、健康住宅（株）、オフィスミカミ、（株）ｲｴﾀｽ

イエタス一級
建築士事務所

新築時

適切な維持管理確保の取組（※３）
・5年ごとの定期点検の実施「げんき点検」(５～３０年)
・「維持保全確認書」の発行し、履歴情報として保存
・電子ポイントにより修繕費用を積立て（リビングポイント
のおうちポイント活用）
・10年目の点検・修理を条件として、20年間の瑕疵担保
保険を付保

（一財）ベター
リビング

住宅保証機構

※１ ※２

※５
※３
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• インスペクション、修繕工事、維持保全計画作成等、以下の
項目に基づき、４段階（レベル１～４）の基準を設定。

• 当該基準を充たした住宅について「ちば適住宅」として認定し、
住宅の性能を証明する「適合証」を交付する。

千葉エリア住宅ストック維持・向上促進協議会
協議会名：千葉エリア住宅ストック維持・向上促進協議会
構成員：一般社団法人団地再生支援協会（代表者）、（株）千葉銀行、学校法人千葉

工業大学、（株）市浦ハウジング＆プランニング、（株）ルーヴィス、（株）秀建、
（株）秀建エステート、（株）アークブレイン、（株）さくら事務所、（株）ＯＫＵＴＡ 等

• インスペクション等の諸費用を資金使途に包含可能とする。
• 従来の原価法から売買価格に基づく担保評価方法へ見直す。

• 物件購入後のリフォーム費用についても、「ちば適住宅」の
認定レベルに応じて担保評価額に加算可能＊とし､借入可能額
を拡大する。

住宅購入者の利便性向上を図る。

• 本協議会が認めた住宅事業者による性能向上リフォーム等を行
うこと、独自の基準への適合を認定要件とすることにより、住宅
性能ならびに住宅の資産価値を適正に評価する仕組みとする。

２．住宅の資産価値の適正評価に係る取組１．住宅の維持保全・性能向上に係る取組

３．金融・流通商品開発に係る取組

４．住宅ブランド化・情報提供に係る取組

• 「ちば適住宅」の適合レベル（レベル
１～４）を表示（★の数）した適合証
を交付する。

• 「千葉ストック住宅推進協議会」ホー
ムページによる情報発信を行う。ま
た、リーフレットを作成・配布する。

【仕組みの概要図】

レベル ★ ★★ ★★★ ★★★★

インスペクション ○ ○ ○ ○

リ
フ
ォ
ー
ム
内
容

修繕工事 ※ ○ ○ ○

設備・良質なデザイン △ ○ ○ ○

耐震性の確認・劣化対策 ○ ○ ○

外壁・開口部での省エネ対策

維持保全計画 ○ ○ ○ ○

瑕疵保険の加入・履歴情報の登録 △ △ △ △

※インスペクションの結果を踏まえた修繕等は、維持保全計画へ反映させる。 ○：実施、△：必要に応じて実施

レベル ★★ ★★★ ★★★★

性能向上等 130万円～300万円程度 500万円～700万円程度 880万円～1,000万円程度

間取り変更等 170万円程度 300万円程度 500万円程度

合 計 300万円～470万円程度 800万円～1,000万円程度 1,380万円～1,500万円程度

＊レベル１（★）は、原則リフォーム工事を伴わないため、
レベル２～４の場合に加算可能とする。【レベル別のリフォーム工事金額の目安】

千葉エリアにおける中古住宅の流通促進に向け、本協議会メンバーによるインスペクション、修繕工事等により住宅性能の向上を図ると
ともに、本協議会が定めた独自の基準を充たした住宅について「ちば適住宅」として4段階の認定を行う。工事費用等の資金使途への包含、
認定レベルに応じた担保評価加算等により、住宅購入者の利便性を高めた金融商品を開発した。
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「LIFULL HOME’S住宅評価」の推進をコアとした
既存住宅の流通活性化および残存価値の維持・向上促進事業
インスペクション済み既存住宅「LIFULL HOME’S住宅評価」物件を対象として、宅建業者が（公財）不動産流通推進センターの「価格査定
マニュアル」を活用して作成した「価格査定書」およびインスペクターが作成した「調査報告書」をもとに、全国保証（株）が担保評価を実施し、
楽天銀行および全国の提携金融機関の与信管理の元に住宅ローンを実施し、既存住宅の残存価値を維持・向上させることを目的とする。
「LIFULL HOME’S住宅評価」対象物件は、物件掲載数No.1（産経メディックス調査）不動産ポータルサイト「 LIFULL HOME’S」で、検索結
果を上位表示し、物件詳細情報に価格査定プロセス、瑕疵保険加入状況、設備保証、シロアリ検査有無などを掲載して優位訴求する。

協議会名：HOME’Sお住みつき協議会
構成員： （株）LIFULL（代表者） 楽天銀行（株） （公財）不動産流通推進セン

ター 全国保証（株）等

HOME‘Sお住みつき協議会（LIFULL HOME’S住宅評価）では、
「LIFULL HOME‘S住宅評価」対象物件の住宅ローンについて、物

件の保証業務＝担保評価と、購入者の与信管理業務を分ける手
法を採用する（保証会社と金融機関の提携）。

これによって、金融機関は対象物件の保証に関するリスクを負うこ
となく与信管理に専念できるため、建物と土地の「現在価値」を反
映した物件の査定価格に対して融資を実行できる可能性が高まり、
これまで住宅ローンを実行できなかった案件も対象とすることで融
資を積極的に行うことが可能になる。

保証会社は、２．に記載した条件を満たした物件について、審査を
経て「価格査定額＝担保評価額」とすることで、査定価格に客観性
および根拠を与えることを通じて、対象物件の資産価値（担保価
値）の維持・向上に貢献する。

LIFULL HOME‘S住宅評価は、LIFULL HOME’Sへの物件掲載前

に①インスペクションガイドラインに則ったインスペクションが既に実
施されている既存住宅であることを掲載の条件とする。さらに②瑕
疵保険に加入可能であるか否か（指摘があった場合は、瑕疵保険
に加入できるよう補修を売主に提案）③設備保証付きか、④戸建の
場合シロアリ検査実施済みかの4項目（マンションは3項目）を評価し
て、適合する物件ほど掲載順位を上位に位置づける。

対象エリアの日本全国をほぼ網羅できる検査体制を構築し、検査費
用および保証料なども業界 低水準の料金を交渉によって実現す
る（助成金は検査費用にも活用する）。戸建および共同住宅の価格
査定には（公財）不動産流通推進センターが開発した「価格査定マ
ニュアル」の活用を推奨し、使用していない場合も部位別評価など
マニュアルに準拠していることを物件の上位掲載の条件とする。

HOME‘Sお住みつき協議会（LIFULL HOME’S住宅評価）では、住

宅ローンを実施するにあたり、物件の保証業務＝担保評価と、購入
者の与信管理業務を分け、独立系の大手保証会社である「全国保
証」に物件の担保評価業務を委託する仕組みを開発する。

①（公財）不動産流通推進センターの「価格査定マニュアル」を活用
していること、②インスペクション・ガイドラインに準拠したインスペク
ションを実施していること、③宅建業者の事業実績や取扱件数など
を勘案すること、などの条件を満たしている物件については、原則と
して物件査定額＝担保評価額とし、住宅の資産価値の適正化・評
価見直し（木造戸建について築20年で価値がゼロと判断される商
慣習の見直し）を推進する。

２．住宅の資産の価値の評価に係る取組

１．住宅の維持保全・性能向上に係る取組 ３．金融商品・流通商品開発に係る取組

「LIFULL HOME‘S住宅評価」は、物件掲載数No.1（平成29年1月
26日産経メディックス調査）の不動産ポータルサイトである
「LIFULL HOME’S」が提供する物件検索オプションとして、既存

住宅流通活性化と市場価値の根拠をインスペクションによって示
す手法であり、セミナーや広報活動、説明会など様々な方法で広
く一般に訴求する。
「LIFULL HOME‘S」上で物件検索した際に、
対象物件を上位表示し、併せて対象物件で
あることを明示する認定マークを付与する
ほか、「担保評価済み」「瑕疵保険加入有無」
「設備保証有無」「シロアリ検査済み」もアイコン表示する。

４．住宅ブランド化・情報提供に係る取組
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分譲団
地

いん

買取オプション

団地型マンションの再価値化推進事業
ミレニアル世代ローンの開発

協議会名：団地再価値化推進協議会

構成員： 団地再生事業協同組合（代表者）、スルガ銀行㈱、住宅保証機構（株）、セカイエ（株）、
（株）江里口不動産鑑定、(株)アーキモール、(株)シグアーキデザイン、(株)建設環境コンサ
ルティング、野原住環境(株)、(独)住宅金融支援機構（ｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞｰ）等

・ミレニアル世代（消費者）が、協議会が認定した三ツ星団地を新たに購入する
際は、協議会の不動産業者が消費者の維持管理実施を前提に、予め定めた
価格にて10年後または20年後に買い取る保証を付保するもの。

・買取価格は協議会不動産鑑定士と当該住宅ローンを設定する金融機関が、
住宅ローン残高の推移と買い取り後の事業収益性を鑑み総合的に評価する。
・買取時期は10年後または20年後とし、その価格は10年後で購入価格の概ね
70％、20年後は概ね50％を設定する。

①質の確保
・性能基準の設定（三ツ星団地認定基準）
・団地型マンションの性能を、専有部・共用部・暮らしに区分し基準を設定

②安心の付与
・インスペクション実施による既存住宅売買瑕疵担保責任保険の加入
・団地型マンション安全診断の実施
・三ツ星団地認定及び認定証の発行
③維持保全
・専有部・共用部：修繕計画によるメンテナンス実施及び履歴情報管理
・暮らし：居住者への定期アンケート調査の実施及び履歴情報管理
・三ツ星団地更新査定による認定更新

①取引時点の評価：三ツ星団地認定にともなう専有部・共用部・暮らしの査定を
踏まえ、協議会の不動産鑑定士が取引事例比較法・収益還元法による鑑定結果
と照らし、取引時点での当該専有部の資産価値を総合的に評価
②将来時点の評価：・10年後または20年後の買い取り保証を付保するにあたり、

協議会の不動産鑑定士が取引時点での不動産評価をもとに、当該三ツ星団地の
ポテンシャルを鑑み将来の資産価値を予測評価

良好な居住環境を有するものの、急激な高齢化や空家の発生等が見込まれる団地型マンョンについて、若年世帯の転入を図ることで将
来にわたり持続可能なまちを形成するため、①専有部・②共用部・③暮らしの健康状態を測る新しい不動産の評価軸をつくり、その審査
により認定された「三ツ星団地」を購入する際は、10年後または20年後の買取オプションを付与する仕組みを開発。

２．住宅の資産の価値の評価に係る取組

１．住宅の維持保全・性能向上に係る取組 ３．金融商品・流通商品開発に係る取組

①協議会等による住宅の認定
・☆専有部・☆共用部・☆暮らしの質が高い団地を「三ツ星団地」として認定。

・三ツ星団地として認定した団地を、ウェブサイトで認定マーク☆☆☆を表示し、
他の既存団地型マンションとの差別化を図る。

②その他：三ツ星団地のプロモーションビデオを制作し広く発信する。

４．住宅ブランド化・情報提供に係る取組

評価区分 ☆専有部 ☆共用部 ☆暮らし

評

価

項

目

建築性能 安全性能 日照時間・緑化率・棟間距離

設備性能 省エネ性能 交通網整備

デザイン性 修繕・履歴管理計画 コミュニティー醸成

施工品質 管理規約改定 子育て・介護・医療等生活支援

耐久性 マスタープラン 周辺生活関連施設

可変性 収益構造 周辺地域の将来性

メンテナンス計画 空き家率・賃貸化率 地域行政との関わり

賃貸事業性 余剰容積・活用計画 ブランディング・広報

¥¥¥¥
¥¥¥¥
¥¥¥

分譲団地

共用部

専有部

【仕組みの概要】

協議会

金融機関

買取業者

消費者

三

ツ

星

団

地

認定証の発行

融資

持
続
可
能
な
ま
ち
形
成

三ツ星団地評価・認定

インスペクション

価値向上リフォーム

瑕疵保険付保

資産価値評価

維持管理計画作成

点検・メンテ履歴の登録

更 新 評 価
修 繕 履 歴 管 理

メ ン テ 履 歴 管 理
プ ロ モ ー シ ョ ン

暮らし
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※インスペクション付き金融商品の開発
① 新型住宅ローン
② アパート･マンション･ビルオーナーズローン

インスペクションにより対象建物の残存耐用年数
を査定し、それに基づいて融資期間を設定。

「ＴＯＫＹＯ安⼼安全住宅」の推進 協議会名：一般社団法人TOKYO住まいと暮らし
構成員： ㈱加門鑑定事務所（代表者）、世田谷信用金庫、かんべ土地建物㈱、㈱ＳＡＩＴＯ

ＡＳＳＯＣＩＡＴＥＳ、イッツ･ソリューションズ㈱、㈱四門、㈱米山、㈱森事務所

一級建築士によるインスペクションと不動産鑑定士によるJAREA HAS等を用いた中古住宅評価により、中古住宅の価格及び残存耐用年数を明らかにし、その調
査報告書に基づいて金融機関が複数の金融商品を提供する。消費者は希望に合った金融商品を活用し、中古住宅の耐震性、機能性等、一定の品質確保が可能
となり、長期の自己使用又は流通市場への提供が実現しやすくなる。埋もれかかった住宅ストックを再生し、復活させることを目的とする事業である。

２．住宅の資産価値の適正評価に係る取組

１．住宅の維持保全・性能向上に係る取組

３．金融・流通商品開発に係る取組

躯体性能・仕上性能・地盤性能をそれぞれ「良・可・不可」の3段階で査定し、以下の評価
基準によって既存住宅を総合評価してランク付けする。
..
.
.
.
.
.
.

４．住宅ブランド化・情報提供に係る取組

(1)ＴＨＫ住宅査定システムの共同開発を実施（簡易査定方式）
①標準建物の選定：東京と広島の協議会が共同で地域の実情に合った戸

建住宅の標準建物を構造別に４種類ずつ選定
②標準価格を査定：標準建物の再調達原価をJAREA HAS等により不動産

鑑定士が査定。標準価格は毎年見直しする。
③比準価格の算定：標準建物と対象建物を部位毎に比準して対象建物の

比準価格を算定する。不動産鑑定士又は1級建築士が実施。
④旧耐震基準の建物にも対応する。

※ ＪＢＣＩとはｼﾞｬﾊﾟﾝ・ﾋﾞﾙﾃﾞｨﾝｸﾞ・ｺｽﾄ・ｲﾝﾌｫﾒｰｼｮﾝの略称で一般財団法人建設
物価調査会が建設会社、設計事務所の協力のもと契約価格を収集し、用

途別に統計分析を行った建物価格情報。

比準

②上記システムは実践を通じフィードバックを行い、改良していく。

ｼｭﾐｯﾄﾊﾝﾏｰによるｺﾝｸﾘｰﾄの強度試験

②1棟のマンションの残存耐用年数
査定方式の開発と実践

目視調査と現場試験の結果を
踏まえて、対象建物の

残存耐用年数を査定

簡易な現場試験による
躯体コンクリートの
耐用年数の推定

目視による建物調査①中古戸建住宅の
インスペクション方式を確立

標準建物 対象建物 レベル 評価基準
レベル５ 躯体性能、仕上性能、地盤性能がすべて「良」の場合。
レベル４ 躯体性能、仕上性能、地盤性能のうち「良」が２つと「可」が１つの場合。
レベル３ 躯体性能、仕上性能、地盤性能のうち「良」が１つと「可」が２つの場合。
レベル２ 躯体性能、仕上性能、地盤性能のいずれか１つが「不可」の場合。

レベル１ 躯体性能、仕上性能、地盤性能のうち２つ以上が「不可」の場合。

既存住宅調査基準をベースに、目視及び測定機器を使用した床下と
小屋裏の重点的調査を実施し、基礎躯体と木材の物理的な健全性の
評価を企図した。
またJAREA HASの適用を前提とした内外装の調査を行うことで既存

住宅の資産性も併せて評価し得るインスペクション方式となっている。
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みんながトクする中古住宅流通推進事業（みな-トク）協議会名：チームKT
構成員： 株式会社KT（代表者）、株式会社アイジーコンサルティング、株式会

社エーエスマネジメント、株式会社日本住宅保証検査機構、ジャパン
ホームシールド株式会社

物件の売却相談があった際、「みな-トク」上に設置されたAIチャットボットが売主様のニーズに合った加盟会社である宅建業者を選定して

マッチングさせます。この宅建業者のコーディネイトのもと、１）インスペクション、２）リノベーション、３）住宅履歴・維持保全計画の整備、４）
住宅ローン申し込み、５）瑕疵担保責任保険への加入、を同一のシステムの中でワンストップで実現します。
物件の購入検討者は、このプロセスを経た品質が確保された物件を自由にいつでも選ぶことができます。

本事業の目的は、良質な住宅を売主と買主を円滑にマッチングさせることにより円滑流通を実現することです。そのため、サービスをWEB
上のプラットフォーム（以後、「みな-トク」）で展開し、利用しやすいような環境を整えます。みな-トクでは単に売買取引を促すのみならず、
住宅の①品質の見える化、②資産価値向上、③将来のリスク管理に関するサービスをワンストップで提供し、住宅を通じ顧客のライフプラ
ン実現を長期的に後押しします。

２．住宅の資産の価値の評価に係る取組

１．住宅の維持保全・性能向上に係る取組

３．金融商品・流通商品開発に係る取組

４．住宅ブランド化・情報提供に係る取組

当該住宅の資産価値を客観的に示すことができるよう、不動産鑑定評価を実施しま
す。評価方法は、インスペクション結果や維持保全計画も参考にしながら、JAREA 
HASの活用や収益還元法によって行うことを想定しています。リノベ／リフォームに

よる資産価値向上を確認するとともに、融資の際の参考資料としても活用することを
予定しています。

これまでのプロセスを経て、維持もしくは向上可能性
のある資産価値を不動産鑑定評価によって示し、その
内容をもとに、指定金融機関が融資を検討します。融
資は、１）リフォーム・購入代金一体型の住宅ローン、
２）耐震診断結果を考慮した収益物件向き融資、３）買
取再販業者向けの事業用ローンを予定しています。

「みな-トク」はWEB上のプラットフォームで、物件情報が増えれば訴求力を増してい
きます。また、SNSを活用してAIのボットにいつでもアクセスできるようにします。この
ボットは「用語集」として不動産に関する疑問に回答することができます。 11



□「ふるさとＩターン応援住宅ローン」（相愛信用組合）
・融資期間 22年→ 大35年に延長
・基本金利 1.35％～1.75％（融資期間10～15年超）から
同居家族1名につき0.1％の金利優遇（ 大0.4％まで） ＊既存住宅

□「里まちの家推進プロジェクト」対象住宅専用特別金利プラ
ン（山梨信用金庫）
・融資期間（リフォームローン） 15年→ 大35年
・金利優遇

（環境配慮型住宅の場合、更に金利0.1％優遇）
（新築・既存、リフォームを同一金利で融資） ※新築・既存住宅

物件の引渡し時

瑕疵
保険

・ハウスジー
メン

インスペク
ション

・㈱家守り
ホールディン

グス

住宅履歴
情報

・㈱家守り
ホールディン

グス

維持保全
計画

・藤野観光
協会

長期優良
住宅認定
・協議会外

機関

推奨基準
１項目
以上
・協議会

耐震性能
IW値

1.0以上
・創和建設

既存住宅 ※１，２

新築住宅 ※１，２

□品質確保の取組（※１）
・既存住宅現況検査マニュアルに基づくインスペクションの実施（既存）
・既存住宅売買瑕疵保険への加入（既存）
・耐震性能IW値1.0以上（新築・既存）
・長期優良住宅の認定（新築）
・里まちの家推奨基準１項目以上（新築）

□適切な維持管理への取組（※２）
・維持保全計画に基づく２年毎の定期点検（修繕工事）（10年間）
・ストック住宅メンテナンス管理システムを用いた住宅履歴情報の蓄積

「⾥まちの家」推進プロジェクト

既存住宅の流通促進を図ることにより空き家対策・移住促進につなげるために品質確保（※１）・維持管理（※２）について一定の基準を満た
す住宅を協議会が「里まちの家」（※３）として認定し、公益財団法人不動産流通推進センター発行の戸建て住宅価格査定マニュアルにより評
価（※４）し、住宅ローンの金利優遇や融資期間の拡大（※５）を行う仕組みを開発した。

１．住宅の維持保全・性能向上に係る取組

協議会名：相模原市緑区地域既存住宅リフォーム・改築推進協議会
構成員 ：藤野観光協会（代表者）、相愛信用組合、山梨信用金庫、 創和建設、野崎工務店、藤野開

発、アーキシステム等

協議会所属宅建業者により公益財団法人不動産流通推進センター
発行の戸建て住宅価格査定マニュアルを運用し評価する。

２．住宅の資産の価値の評価に係る取組（※４）

３．金融商品・流通商品開発に係る取組（※５）

・協議会ホームページ、SNS
の活用

・説明会の開催、「里まちの
家」体験ツアーの開催

４．住宅ブランド化・情
報提供に係る取組

優遇金利 通常金利
3 年 固 定 1.050% 1.35%

5 年 固 定 1.100% 1.40%
10年固定 1.050% 1.35%
変動金利 0.975% 1.28%建物評価（※４）

協議会宅建業者

里まちの家

協議会工務店

2年毎の定期点検
住宅履歴の作成
維持保全計画作成

検査 ㈱家守りホール
ディングス

定期点検通知

点検時の修繕費を
購入時と同様の優
遇金利で融資

点検結果を基に
修繕実施

修繕結果を報告

定期点検に基づき修繕依頼

維持管理時

金融機関（※５）
相愛信用組合
山梨信用金庫

住宅ローン
リフォーム一体型住宅ローン

※２

認定※３

【「里まちの家」推奨基準】

・神奈川県、山梨県、東京都の地域材を
使用する。

・内外装に自然系素材（漆喰、珪藻土、シ
ラス等）を使用する。 等

※平成29年11月30日時点

12



買取優先権付き住宅の販売による
「持ち家化」推進プロジェクト

協議会名：富山県良質住宅普及協会
構成員：正栄産業株式会社（代表者）、株式会社日本住宅保証検査機構、株式会社北

陸銀行、株式会社富山銀行、株式会社富山第一銀行、一般社団法人次世代不
動産業支援機構

売主・買主双方にとって「透明性、納得性、安心・安全性、快適性、将来性」ある良質なストック住宅市場に資するため、

住宅性能、コンプライアンス、アフターケアなどについて一定の基準を満たす住宅を「富山既存安心住宅」として認定※１

するとともに、富山既存安心住宅に賃貸で入居する場合に限って、将来の「買取優先権」を付して（買取優先権付き
住宅※２ ）、それぞれの住宅についての優遇ローン（住宅ローンの金利引下げ・融資期間の拡大）を開発した。

１．住宅の維持保全・性能向上に係る取組

「富山既存安心住宅」として認定（※１）
全2系統10条件27項目それぞれに定めれた考課基準により判定
された考課点数「不可、☆（1点）～☆☆☆（3点）」をもって認定する。
必須3条件の項目に関しては、「1.00」の項目全てあるいは一部を
満たさない場合は不可とし、必須3条件に加点7条件の考課点数を
足して 終的な判定を行なう。
☆～☆☆☆全ての住宅に、インスペクション、維持保全計画の策定
を必須とする。

２．住宅の資産の価値の評価に係る取組

「富山既存安心住宅」の評価は、判定結果を考慮して、価格査定
マニュアルに従って、周辺の取引事例（実勢価格）を参考に判断
する。

３．金融商品・流通商品開発に係る取組

「買取優先権付き住宅」として流通（※２）
若年・子育て世帯や移住者など、住宅購入がすぐには難しく、富山
既存安心住宅に賃貸で入居する場合は、将来の「買取優先権」を
付して流通させる。

また買取時には、支払った賃料の一部を値引きしたり、専用の優遇
ローンを提供するなど、持ち家化を金融面からも後押しする。

４．住宅ブランド化・情報提供に係る取組

・消費者説明会による広報
・全国の自治体および金融機関を対象とした
アンケート調査による広報
・WEBサイトによる広告
・富山市との協業

13



既存住宅良質化スキームを⾏政および関連業者と
連携し、⽔平展開させる⻑野県地⽅プロジェクト
⻑野県において既存住宅の流通促進を進めるため、維持保全・性能向上の基準となる「NEX-T認定住宅（※1）」を定めた。この仕組みは
ホームインスペクションを起点とし、必要な工程（※2）を実施することで当団体より認定され、住宅ローンの⾦利割引（※3）の対象とな
る。また瑕疵保険では免責となる「シロアリ」、寒冷地である信州の冬季健康リスクを下げる「断熱施工」、安全と各種減税につながる
「耐震補強改修」の3つをオプション（※4）とし別途設定した。これら良質化した住宅を⻑野県専門の不動産ポータルサイトで差別化して
公開する仕組みを開発した。なお、開発した仕組みを空き家対策の窓口である⾏政と協同する展開を今後⾒据える。

協議会名：信州中古住宅流通ネットワーク（NEX-Tネクスティ）
構成員：（株）テオリアランバーテック（代表者）、（株）小林創建、（有）ライフポート安曇野、

（株）中央不動産、（株）JOHO、（株）八十二銀行、（株）日本住宅検査保証機構 他

取組みに関する認定基準は「良質化住宅」と「検査済住宅」の2
種類。条件はホームインスペクションの実施、リフォーム計画の
作成、設計図書の保存、住宅履歴書の登録、定期メンテナンス計
画の作成、既存住宅瑕疵保険加⼊（+広報時のサイト公開）。
※瑕疵保険に加⼊できない場合は「検査済住宅」となる

当団体に所属するメンバーにより、公益財団法人不動産流通推進
センターが提供する住宅価格査定マニュアルもしくは一般社団法
人不動産鑑定⼠協会が提供するJAREAHASを利⽤し評価を⾏う。

２．住宅の資産の価値の評価に係る取組み

「NEX-T認定住宅」は⼋⼗⼆銀⾏住宅ローンの⾦利割引対
象となる。
【⾦利】年0.925%（2018年1月29日現在）
【割引】返済期間中店頭表⽰⾦利より年▲1.675%
※インターネットバンキングの加⼊などその他所定の条件あり

３．金融商品・流通商品開発に係る取組

広報時の「NEX-T認定住宅」の共通ネーミング利⽤。また
⻑野県専門の不動産ポータルサイトにて差別化公開し、当
団体の公式サイトも活⽤する。なお、開発した当仕組みを
今後⾏政と協同することで、⼒強く実⾏していく。

4．住宅ブランド化・情報提供に係る取組み

１．住宅性能の向上・維持保全に係る取組

14



大阪市湾岸エリア CRAFT HOUSE
〜働き住まう良質な家〜の開発と周知

耐震性や省エネ性を有し内装の仕上げをできるだけ簡素化したオーナー負担の「ベース工事」部分と、利用者が内装をDIYする部分に分
離する住宅を提案し、「住まい」「働く」良質な住宅を「CRAFT HOUSE」としてブランド化した。オーナーの費用負担を軽減するために、入居

者を先付けリーシングし事業性を当初から確保するサポートも行った。不動産価値と事業収支の観点による不動産鑑定に基づき資産価値
評価し、これをもとに融資期間の延長を可能とする金融商品を開発した。DIY工事を身近に行えるサポーターを登録した。

協議会名：リノラボOSAKA
構成員：（株）オープン・エー（代表者）、大阪シティ信用金庫、（株）SHU建築、

かもめの不動産鑑定（株）、（株）ベイサイドリアルター、（一社）住宅長
期保証センター、大正区役所、港区役所

２．住宅の資産の価値の評価に係る取組

１．住宅の維持保全・性能向上に係る取組

３．金融商品・流通商品開発に係る取組

４．住宅ブランド化・情報提供に係る取組

１．ベース住宅の普及

モデル事業においてインスペクションを実施し劣化対策と耐震改
修を含むリノベーション工事を行い、一般市民に普及するため、耐
震改修見学会、完成時のオープンハウスを実施した。また、オー
ナー負担を軽減するため、オーナー側運営者とともに先付けリーシ
ングのための普及啓発（トークイベント、 SNSでの発信、オープン
ハウスなど）を積極的に行った。

２．DIYサポーターのスキルアップと「tedas」システムの確立
モデル事業において、DIYサポーターのスキルアップのため、内

装をサポーター自らがDIYで作りあげた。

モデル事業で集めたサポーターとの相互連携体制を作り、
「tadas」システムの運営を開始する。

３．将来の適正な維持保全への取り組み

セミナーや個別相談を開催し、住宅履歴の重要性、維持管理計
画、瑕疵担保保険の普及を行った。

モデル事業において、従来は価値のない物件を耐震性を有するリ
ノベーションを行い、事業性を高めることで、価値が向上することを
鑑定により証明した。また、税理士による減税対策も講じた。

耐震性を有し「適合証明書」を発行しリノベーションした住宅は、借
主の与信があることを前提に、融資期間を伸長する 「地域活性化
資金」を開発した。５〜７年→１０年

１．モデル事業を用いた情報発信
耐震補強見学会、一般向けワークショップ、サポーターむけDIYス

キルアッププログラム、セミナー、個別相談会をを開催し、情報提
供を行った。今後、モデル事業も盛り込んだパンフレットやSNSで
「CRAFT HOUSE」を普及していく。

リノラボ
OSAKA オーナー

大阪シティ信用金庫

一般市民

耐震・劣化診断の実施
ベース工事の実施
先付けリーシング

DIY
サポーター

内装工事の実施

スキルアップ
プログラムの実施

DIYワークショップの開催、維持管理計画、
住宅履歴の普及

CRAFT HOUSE

不動産鑑定書の提出
適合証明書の発行

貸付

融資の
支払い

修繕積立

建設資金、
先付けリーシング

耐震性能 IS値1.0i以上 劣化改修、内装はDIYサポートの派遣
融資期間は適合証明書で伸長（５〜７年→１０年）

先付けリーシングの実施、住宅履歴、維持保全計画の策定、瑕疵担保保
険の加入、維持保全費用等の修繕積立 15



「住宅ファイル制度」の拡充による
良質住宅の適正評価促進事業

これまで試行を重ねてきた既存住宅流通におけるワンストップサービス「住宅ファイル制度」を拡充し、
①流通②金融③管理の３つの場面での活用を通じて、良質な住宅が適正に評価され、建物価値が維持される好循環の定着を目標とする。

協議会名：近畿不動産活性化協議会

構成員：近畿不動産活性化協議会（代表者）、（株）関西アーバン銀行、近畿圏不動産流通活性化
協議会、関西不動産流通活性化協議会全日本不動産協会大阪府本部

１．住宅の維持保全・性能向上に係る取組

【JAREAHASを用いて建物を適正に評価】
建物の仕様品質・維持管理の状態・リフォーム等の履歴に関する情報

を整備し、JAREAHASを用いて建物本来の価値を適正に評価します。

これにより、不動産取引はもとより、金融機関の担保評価の局面並び
に、普段から所有者が建物価格を意識して維持管理を行うような慣行を
生み出していきます。

「住宅ファイル制度」では不動産鑑定士がインスペクション等の結果を
基に、リフォームや定期的なメンテナンス等を加味し、経済的残存耐用
年数や資産価値の上昇の程度を勘案して評価を行います。

【質の確保等】

これまで試行を重ねてきた既存住宅流通におけるワンストップサービス「住宅ファイル制度」を拡充し、今

年度は買取再販型の住宅ファイル制度「エキスパート」を開発、住宅ファイル制度セミナー等での周知活動
のうえ、サービス提供を開始、瑕疵保険への加入基準に沿ったインスペクション等を実施して建物の品質を
担保します。

【安心の付与】

エスクロー機能の付加（手付
金保全及び契約保証並びに非
対面契約）等により安心を付与
します。

【維持保全】

・長期修繕計画のバージョンア
ップを検討
・維持修繕積立金制度構築の
検討

【金融商品】

・２８年度に開発、商品化された住宅ファイル活用ローン
に続き、
①リフォーム工事費一体型住宅ローン
②残価設定型住宅ローン
③リバースモーゲージを検討

・関西アーバン銀行内の住宅ローン窓口(本店・営業店)
を対象に全１０ヶ所で説明会を開催
・他の金融機関との提携拡大

【流通商品】
・買取再販型の住宅ファイル制度「エキスパート」を開発

・「住宅ファイル制度」商標登録
・グッドデザイン賞2017年度受賞
・不動産ポータルサイトにおける上位表示
・セミナー開催、WEBの拡充、パンフレットの

作成配布、制度適用物件の看板掲示等を
通じて、ブランド化を図る。

３．金融商品・流通商品開発に係る取組

４．住宅ブランド化・情報提供に係る取組

２．住宅の資産の価値の評価に係る取組
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既存住宅における住宅性能の評価項目の検討及び
維持・向上を促進するインセンティブの検討事業

協議会名：住宅ストック維持・向上促進協議会
構成員： 京阪電鉄不動産（株）（代表者）、枚方信用金庫

枚方信用金庫において提供されている従来の金融商品に対し、優遇処置
やサービスを付加した４種の金融商品を開発。要望による選択の間口を
広げ流通性を高める。

既存住宅に対して『初期インスペクション～維持管理計画策定（おおよそ１
０年）～定期的な現況検査＆リフォーム工事・補修＆瑕疵保険への加入＆
住宅履歴の蓄積』のパッケージング≪（仮称）京阪認定既存住宅メンテナン
スパック≫を開発する。

リフォーム・メンテナンスの実施により、維持・向上した住宅の「質」を評価する仕組みを構築するため、鑑定評価手法にもとづいた住宅性
能に関する「基準」の検討を行う。その「基準」を満たす住宅を「（仮称）京阪認定既存住宅」と定めて、枚方信用金庫の提供する金融商品に
おいて融資上限額の向上、金利優遇措置の適用等の検討、を行うとともに、リフォーム・メンテナンスを促進するための、長期メンテナンス
パックの開発検討を進める。

２．住宅の資産の価値の評価に係る取組

１．住宅の維持保全・性能向上に係る取組 ３．金融商品・流通商品開発に係る取組

京阪電鉄不動産の分譲団地を対象とし、
モニターを募り「開発する金融商品の需要性」
「長期維持・向上に対する意識調査」などを行い、
試行に向けた商品の訴求と定着化を図る。
【開発・試行エリア】
分譲団地名：ローズヴィレッジくずは
所在地：大阪府枚方市高野道二丁目
分譲時期：2004年～（212区画）
京阪電鉄不動産分譲戸数：151戸 （内モニター：３物件）

４．住宅ブランド化・情報提供に係る取組

建物部分の経済的残存耐用年数を4項目に分類し、耐用年数を各項目毎
に設定し、長期維持・向上に伴う改修工事を評価に反映した。協議会は
住宅の維持保全の実施の有無及び評価金額を記載した評価書を発行し
、金融機関の物件審査に活用する。

（仮称）京阪認定既存住宅評価書既存住宅の⻑期維持メンテナンスによる価値創造

全ての金融商品にイン
スペクションのサービ
スと建物の維持向上に
伴うリフォーム工事の
割引をセットにし、建物
の維持に対する「金額
的な負担」を低減させ
る。

①躯体（40年） ②外部（25年）

③内部（25年） ④設備（15年）
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愛媛県良質住宅認証制度「カチストック」
におけるプレミアム住宅の流通促進

地域における既存住宅の流通促進とストック型社会の形成のために、愛媛県良質住宅認証制度（カチストック） ※１を構築した。

具体的には、品質確保のための３段階の性能基準に適合するように改修※２を行い、住宅ファイル報告書による客観的な評価※３で査定し

た既存住宅について、当該性能基準のレベルに応じて認証。特に、 高等級の住宅を当認定制度のフラグシップモデルと位置づけブラン

ド化。「生涯支出の軽減」をコンセプトに、優遇金利や融資手数料の割引、買取保証※４などの金融商品と組み合わせた仕組みを開発した。

●プレミアム（等級3）

・特別金利プラン

（当初10年固定0.64％）の

融資手数料を半額

（借入金額×2.16%→1.08%）

・買取保証＊

●スタンダード（等級2）

・ 新規お借入金利を0.2％引き下げ

（3年固定0.8％→0.6％、5年固定0.9％→0.7％、10年固定1.2％→1.0％）
＜金利は年利率・平成29年12月11日時点＞

様式9

２．住宅の資産の価値の評価に係る取組

１．住宅の維持保全・性能向上に係る取組 ３．金融商品・流通商品開発に係る取組※４

・ 当認定制度を、愛媛県良質住宅認証制度に基づく「カチストック」 ※１としてネー
ミングする。
・ 協議会ホームページで公開や必要に応じて各種メディアを活用し告知する。

４．住宅ブランド化・情報提供に係る取組

協議会名：愛媛県良質住宅ストック形成促進協議会
構成員： ㈱エス・ピー・シー（代表者）、（株）愛媛建築住宅センター、（一社）愛媛県中小建築業

協会、（株）日本住宅保証検査機構、（一財）日本不動産研究所松山支所、（特非）愛媛県
不動産コンサルティング協会、㈱愛媛銀行

・ 愛媛県不動産鑑定士協会会員の不動産鑑定士が策定した住宅ファイ
ル制度を活用した価格査定※３を実施する。

・ 具体的には、物件資料や重要事項説明書、設計図書、認定通知書（長
期優良住宅の場合）や、建物点検やシロアリ点検で得た情報をもとに、原
価法（JAREAHAS）を活用し住宅価格を査定する。

・ 各性能基準 ※２（インスペクション【等級１】、フラット35適合検査【等級
２】 、長期優良住宅認定制度【等級３ ※４】 ）に適合するよう必要に応じて
改修※２し、シロアリ点検を実施し、住宅ファイル制度で実装した既存住宅
を、各等級に応じて認証する。また、長期修繕計画も作成する。

〇愛媛県中小建築業協会会員:建物検査、修繕、履歴登録、長期修繕計画作成
〇愛媛県建築住宅センター ：建物検査、フラット35適合検査

〇愛媛県不動産鑑定士協会会員の不動産鑑定士：住宅ファイル制度調査報告書の作成・提供

【概要図】

売
主

〇愛媛県良質住宅ストック形成促進協議会：愛媛県良質住宅認証制度「カチストック」として認定。認証マーク発行。

〇愛媛県不動産コンサルティング協会
売主からの依頼を受注

宅建業者

建築士※２

〇愛媛県中小建築業協会会員：修繕工事の見積作成・修繕工事

建築業者※３

履歴業者※２

協議会※１

〇日本住宅保証検査機構：瑕疵担保保険を付保,積立金制度の提供

その他※４

〇愛媛銀行：金利優遇（等級１～３）、融資手数料割引

金融機関※４

（改修する場合）

（改修しない場合）

〇愛媛県不動産鑑定士協会会員の
不動産鑑定士 ：住宅ファイル制度

調査報告書の作成・提供 物件査定

履歴業者※２

＊買取再販された住宅に限り、その買取再販した売
主業者（愛媛県不動産コンサルティング協会会員の
不動産事業者および愛媛県良質住宅ストック形成
促進協議会が認めた不動産事業者）が、その際の
査定価格の60%以上で買取保証する。
ただし、買取対象となるためには、継続的に積立金
制度（JIO優良住宅オーナーズ倶楽部）に加入するこ
とを条件とする。
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⾼知県地域住宅流通のための「⾼知ＨＱＭ住宅」プロジェクト 協議会名：こうちスマートウェルネス住宅推進協議会
（代表者）

構成員： （一社）高知県中小建築業協会、 中央開発(株)、
(有)よさこいフェイス・(株)四国銀行・(株)高知銀行等

住宅の良質性担保のため定期的なインスペクションの実施と長期優良住宅認定取得をもって評価し、評価システム により、現状資産価値を推計。更に経
年後の資産価値を推計し、一般の履歴管理より細かな情報を履歴システムへデータ化する。 良質住宅ストック条件の分類や価値向上アドバイス等のマ
ニュアル化に取り組む。インスペクションとメンテナンスを定期的に実施する建物については、残価設定ローンの利用が可能となる商品システムを開発中。

２．住宅の資産の価値の評価に係る取組

１．住宅の維持保全・性能向上に係る取組

３．金融商品・流通商品開発に係る取組

４．住宅ブランド化・情報提供に係る取組

【住宅の設定条件】
住宅の良質性は新築・既存住宅共、長期優良住宅認定取得同等、瑕疵担保責任保険への加入物件とする。

【適正な資産価値評価】
上記に基づき、不動産事業者も値付けを行い、不動産鑑定士による評価結果と比較し資産価値を査定する。手法は、JAREAHAS評価法を採用。

【設定条件の維持保全】
インスペクション（既存住宅状況調査）の定期的な実施（新築は4回、既存は築年数により1～3回）、メンテナンスを含む履歴事項のデータ管理・更新と共に、独自の性能向上リフォームによる資産価値向

上推定評価と提案図書を保存し、データ保存して終わりではなく、活用し資産価値向上につなげる資料として履歴管理システムによる管理を実施、また、見守り団体（当協会）とのかかりつけ 長期メ
ンテナンス契約の締結，この契約を公正証書 により第三者的に担保する。

・不動産鑑定構成員が策定する資産価値評価基準に基づく、評価方法
（JAREAHAS）から得られた鑑定結果について判断する。

また、資産価値評価基準を活用した、バランスの取れた性能向上リフォー
ム実施のすすめを提案し、資産価値向上の見える化から具体実施へとつ
なげる。

・上記2.と、地域別不動産情報による資産価値評価を検討し、性能向上リ
フォームを実施した場合と実施しない場合の、新築で20年、既存住宅で5～
10年を 長設定期間とした、期間満了時の残価による残価設定ローン商品
を開発。
◆残価設定ローン商品
・融資期間5～20年（残価分返済は金利分相当のみ）
・金利1.2～2.0%（現段階金利 実行時金利に準ずる）

期間満了時残価評価額の80%で担保評価を行い、その価格を差し引いた

融資金額で当初ローンを締結。期間満了時に元金での購入や再ローン・売却
を可能とする仕組（当初ローン総額を抑え、返済バランスを向上させ、所得制
限を下げる＝買いやすく・ライフプランに合わせた選択を可能にする）

・ホームページによる普及・啓発・Ｑ＆Ａ・広告の策定等

※1

※1

※2

※2
※3

※4
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「強くて美しい家は資産価値を保つ
〜ソーシャルグッド住宅」の推進

既存住宅に新築以上の性能と資産価値を実現する ソーシャルグッドハウス（以下SGH）認定制度を構築した。
対象となった住宅の築年数の制限なく、新築同様の住宅ローン（福岡銀⾏提携ローン）を活⽤ができる。
希望者はだれでも簡単にSGHのホームページから「相談」「申し込み」だけでなく ⾦融機関と連動したシステムで「審査」を⾏う事ができる。
SGH認定住宅は資産価値をリノベーションにより性能が向上するだけでなく、デザインと維持管理システムにて⻑期に価値を持続させることができる。
価値の算出際して、過去の取引事例価格だけでなく、現在市場価値（需要と供給）を算出し判断できる仕組みを構築

協議会名：一般社団法人住宅流通促進協議会
構成員：一般社団法人住宅流通促進協議会 工藤英寿(代表者)、九州ソーシャルグッド協

議会、株式会社大好産業、株式会社福岡銀行

「ソーシャルグッドハウス認定」対象物件に対し、提携ローンを実施する。
これまで、築年数の古い物件や、リノベーション価格が著しく⾼い物件の融資に関しては、審査が通ら
ないケースが多々あった。協議会が認定したSGHは、築年数を問わず、新築住宅と同様のローンが
受けられ、さらに優遇（⾦利や⼿数料の無償）などが受けられる。優遇内容は時期により変化する。
検討対象者は既存住宅の
購入前に当協議会のホーム
ページから⾦融機関と連動し
たシステムで「審査」を⾏う事
ができる。この「住宅ローン
審査システム」の活⽤で
ローンの知識の有無に関わ
らず、活⽤を促進ができる。

仕組みの開発の為、モデル棟として既存住宅を取得し実施検証
を⾏った。診断により仕組みの問題や課題、システムの瑕疵など
を発⾒し、⻑期に渡り資産価値を持続する為に必要な性能の
⾒直しを⾏った。併せて、多岐にわたり業者が連携する為、その
責任の所在や必要業務のフロー、必要申請⼿続き等を⾏った。
（煩雑かつ、多大な業務の発生があることが判明）

地域の取引情報を網羅収集し、対象地域の住宅の流通状況
を検証。通常の鑑定評価は過去の取引事例を元とする為、
過去の市場価値であり現在の市場価値が反映されない。そ
こで現在の市場価値を市場競合比較分析（CMA）を採⽤し、
JAREAHUSと組み合わせ算出を⾏う。
その結果、SGHでは想定
以上に資産価値が上昇。
地域エリアの不動産流
通業者と市場価値との
乖離が無いという結果が
得られ、既存住宅の資産
価値の適正と価値の向上
が正しいものであると
確認された。

２．住宅の資産の価値の評価に係る取組

１．住宅の維持保全・性能向上に係る取組 ３．⾦融商品・流通商品開発に係る取組

Webサイトの開設により、すべての相談、申し込み、審査がWebサイト
から⾏える。また、必要資料等のダウンロードも可能。⾦融機関と連動
する「住宅ローン審査システム」が活⽤できる。ブランドネームは
「ソーシャルグッドハウス」 近年の消費者の購買動向を考慮し
商品の効⽤+付加価値（背景や社会性、価値観）等を
建築デザイナーによる「機能とデザイン」を前面に出すと共に、空き家
活⽤としての「ECO」、さらに⼀般的なの新築住宅を超える⾼性能
（耐震、気密、断熱）をアピール。既存住宅（中古住宅）
のネガティブなイメージを⼀新し、新築住宅では⼿にすることが困難な、
「⾼性能デザイナー住宅を住みたい場所で購入できる」をソーシャルグッド
ハウスは実現する。既存の住宅の取得からリノベーションまでの⽀援を
提携企業で⾏う事、取得時に事前に価値を算出する事で、安⼼が得
られる。完成イメージがわかない消費者への情報提供として、最新
バーチャル技術を採⽤し、VRによる施工前、施工後の体験できる仕組み
を採⽤。さらにモデルハウスを開設し、⼀貫してブランドと安⼼を提供する。

４．住宅ブランド化・情報提供に係る取組

⾼い性能 （耐震 断熱 気密）
メンテナンス（維持管理計画と実施）
瑕疵保険 （基礎、構造、⾬漏り等）
フロアプラン（誰もが快適な生活導線）
デザイン（愛着のわく、飽きがこない）
ロケーション（生活便利施設や環境、雰囲気）
市場価値（住みたい人が多いエリアと需要の⾼さ）
優位性 （補助⾦の活⽤、税⾦等の節約）

SGH-ModelHouse20



平成29年度採択団体・平成30年度継続団体の取組概要
IDA認定住宅 流通促進協議会
岩⼿県既存住宅流通促進協議会

新しい宮城の家・暮らし方推進協議会
住宅団地再⽣協議会

美園タウンマネジメント協会
地域型住宅リノベーション推進協議会
⼩⽥急既存住宅流通促進協議会

リノベーションによる住宅ストック維持・向上促進協議会ｉｎ新潟
新潟県不動産流通活性化協議会

特別非利益活動法人街づくり応援隊・探邸ホームズ
静岡ストックハウス流通促進協議会

京都マンション管理評価・流通促進協議会
平城相楽ニュータウン住み替え循環型街づくり推進協議会

⼭陰良質住宅リフォーム推進協議会
さぬき安⼼あんぜん住宅普及協議会

熊本県安⼼R住宅推進協議会
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（今後の予定）
■「IDA認定住宅」各ランクごとの「家寿命」の裏付け
■金融商品「残価設定型ローン」、「リバースモーゲージ」
■ホームページ等によるエンドユーザーに向けた情報発信
■パンフ・リーフレット・チラシの作成・配布
■開発した仕組みの試行
（課題）
■不動産鑑定士による価格妥当性と評価の簡易化
■「家寿命」 の判断基準の固定
■壁内等に取り付けるセンサーによる維持管理システムの開発

今後の予定・課題について

目指している（開発している）仕組みの概要

（開発した取組）
■「IDA認定住宅」の基準を定め、ランク付け

⇒ 「IDA建物総合評価」で評価したポイントの合計点を3段階に
ランク分けし、認定書を発行、さらに参考の家寿命を表記

■「IDA建物総合評価」を基準化
⇒ 長期優良住宅の認定基準（増改築）を基に既存住宅現況検

査技術者による「インスペクション」、 建築士による「耐震診
断」、IDA会員による「断熱診断」を行い、各項目をポイント化
し、合計で建物性能を評価（-4pt～15ｐｔ）

⇒ 評価･集計ソフトの開発
■「IDA認定住宅」向けの金融商品の開発

⇒ 「金利優遇」、新築同等の 「融資期間」、「中古購入+リフォー
ム一体型ローン」の適用

検討・開発した項目について

㈱北海道銀⾏

“IDA認定住宅”と“家寿命”による新
たな評価･流通･⾦融商品の開発事業

既存住宅現況検査技術者が実施する「インスペクション」に「耐震診断」と独自の「断熱診断」を加味した

「IDA建物総合評価」を実施し、住宅の資産価値を適正に表示し「IDA認定住宅」としてブランド化する。

認定を受けた住宅は紐付された金利優遇や融資期間の拡大などの金融商品が利用できる仕組み。

協議会名：ＩＤＡ認定住宅流通促進協議会
構成員： Ｊ建築システム㈱（代表者）、㈱北洲、㈱土屋ホームトピア、鈴木建設㈱、㈱プラスト、㈲中島建築設計事務所、

㈱七緒ホーム、スミタスReホーム㈱、 ㈱土屋ホーム、たけうち不動産㈱、ＩＮＤＩ㈱、スミタス建物診断㈱、
（公社）北海道不動産鑑定士協会、 ㈱住宅あんしん保証、㈱北海道銀行、 （一社）断熱診断普及協会

㈱住宅あんしん保証

（公社）北海道不動産鑑定⼠協会

イ ダ イ ダ

㈱土屋ホーム、㈱七緒ホーム、たけうち不動産㈱

・⾦利優遇
・新築同等の融資期間
・購入+リフォーム一体型ローン

不動産鑑定⼠

・瑕疵担保保険

㈱土屋ホームトピア、㈱北洲、鈴⽊建設㈱
㈱プラスト、㈲中島建築設計、スミタスReホーム㈱

ビルダー
⼯務店

INDI㈱、スミタス建物診断㈱

検査会社

⾦融機関

・不動産評価
・JAREA-HAS建物価格評価

家寿命 40年

家寿命 30年

家寿命 20年

ランクＢ

ランクＣ

ランクＡ認定ラベル

一般社団法人 断熱診断普及協会（IDA）

【IDA認定住宅】

・流通

・IDA建物総合評価

宅建業者

・センシング管理

・⻑期優良住宅
・性能向上リフォーム

保証機関

ビルダー・⼯務店
宅建業者

【流れ】 【運用する仕組み】

売買

再
流
通

改修・新築

検査

認定書

居
住

維持保全
履歴管理

22



「岩⼿県版住宅ファイル制度」導入推進事業

・評価 ※2

建物評価システム（JAREA-HAS）を用いて建物価格を査定する。
また今後は運用に際し、断熱性能等を適正に評価する仕組みを
構築し、寒冷地である岩手県の地域的特性に合致した改良を検
討する。

２．住宅の資産価値の適正評価に係る取組

岩手県を代表する不動産団体及び地元金融機関等の協力体制のもとで、公益社団法人日本不動産鑑定士協会連合
会が提唱する「住宅ファイル制度」の導入を目指した取組を行い、地価水準及び既存住宅の取引総額水準が低位な地
方圏における、既存住宅の適切な調査※1 ・評価※2 ・維持管理・資金調達※3が円滑に行われる仕組みの構築を目指す。

【仕組みのイメージ】

協議会名：岩手県既存住宅流通促進協議会

構成員： （一社）岩手県不動産鑑定士協会（代表者）、（株）北日本銀行、岩手県宅地建物取引
業協会、全日本不動産協会岩手県本部、日本住宅保証検査機構 等

岩手県既存住宅流通促進協議会

一般社団法人 岩手県宅地建物取引業協会

公益社団法人 全日本不動産協会岩手県本部

東野建設工業株式会社

株式会社ＦＰホームサービス
株式会社北日本銀行

（代表提案者）

一般社団法人 岩手県不動産鑑定士協会

株式会社日本住宅保証検査機構

盛岡市

連携

住宅流通

リフォーム 金融商品の開発

コーディネート

土地建物評価

既存住宅瑕疵保険の付保

住宅履歴情報の管理

情報提供

空き家等バンクとの連携

ジャパンホーム

シールド 株式会社

インスペクション

提携

・調査 ※1

インスペクションを実施し、既存住宅瑕疵保険への加入により
安心を付与し、住宅履歴情報の保存・管理をすることで、優良住
宅の普及促進につなげる。

平成29年9月から12月にかけて、盛岡市内で3件実施した。

１．住宅の維持保全・性能向上に係る取組

・資金調達 ※3

「（仮称）岩手県版住宅ファイル制度活用ローン」を開発中で、
手始めに優遇金利の導入、上記※2評価額の担保価格への適用
等を検討している。また今後は、リフォーム費用一体型住宅ロー
ン、リバースモーゲージ等も検討する。

３．金融商品・流通商品開発に係る取組

・平成29年10月6日に「既存住宅流通・空き家問題に関するセミ
ナー」を開催した（参加人数は126名）。
・平成29年10月からホームページによる周知を開始している。

URL：http://www.kizonjutaku.jp/
・不動産団体、自治体向けにチラシを作成中。

４．住宅ブランド化・情報提供に係る取組
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○建物の維持管理について ～維持保全契約の締結・承継～

・住宅の所有者（賃貸借契約時は賃貸人）が、住宅主要性能の維
持に係る事業者と維持保全契約を締結し、定期検査を実施する。
住宅所有者が変更（売買）時には、維持保全契約を承継し、住宅
性能を担保する。

・検査結果及び修繕結果を住宅履歴情報として蓄積

スケルトン・インフィル分離可能な新築住宅を「賃貸住宅」として提
供し、一定期間経過後に売却（購入）する新しい住宅供給システム

住宅性能表示制度の適用を受けた「スケルトン・インフィル分離可能な新築住宅」を、まずは「賃貸住宅」として消費者（入居者）に提供し、
入居者が一定期間賃料を支払うことでその住宅を購入することができる権利を与える、新しい住宅供給システムを構築する。また、20年超
の維持保全計画を作成し、賃貸住宅の時は賃貸人が、維持保全計画に基づき、住宅主要性能の維持に係る事業者と維持保全契約を締
結（点検・補修）と履歴情報の蓄積を行うことを義務付ける。入居者が購入後は維持保全契約を承継し、住宅の良質性を継続して担保する

協議会名：新しい宮城の家・暮らし方・推進協議

構成員： スモリ工業（株）（代表者）、ﾌｫｰｽﾜﾝﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ（㈱、杜の都信用金庫、㈲
居住環境研究所、ﾌｫｰﾗﾑ･ｼﾞｪｲ、㈱都市ﾘｻｰﾁ、宮城県 土木部 等

○住宅の性能基準について
・長期優良住宅に相当する住宅性能表示制度の適用を受けた住宅
・スケルトン（S）とインフィル（Ｉ）が分離可能な新築住宅

○消費者に対する住宅の提供 ～定期借家契約・売買予約権契約～

・新築物件を賃貸人が購入し、入居者との間で賃貸借契約を締結

・一定期間経過後、賃貸人が売主、賃借人が買主となり、売買契約
を締結
・インスペクション・不動産査定を行い、査定価格を金融機関に報告

目指している（開発している）仕組みの概要

【今後の取組予定】
○ 維持保全計画・契約の詳細内容（スケルトン・インフィル・設備）
○ 賃貸借契約のリーガル精査（定期借家契約・売買）契約書作成
○ 金融商品（既存住宅ローン／インフィル・リフォームローン）開発
〇 仕組みの試行計画の立案
【課題について】
○ 価格設定及び購入者市場ニーズ調査、普及広報施策 等

今後の取組予定と課題について

売主

【ﾌｫｰｽﾜﾝH】

賃借人

【入居者】

売買
契約

管理
契約

インスペクション
不動産査定定

査定依頼

結果報告

金融機関

【杜の都】

売却予定金額・査定価格報告

ローン
契約

【購入時（売買予約完結時】

リフォームローン契約（個人向け）

修繕工事
【ｽﾓﾘ工業】

所有者
【賃貸時：ﾌｫｰｽﾜﾝH】
【購入後：入居者】

住宅履歴管理
【ﾌｫｰﾗﾑ･ｼﾞｪｲ】

金融機関
【杜の都】

定期検査実施修繕依頼

修繕内容の報告

維持保全事業者
【ﾌｫｰｽﾜﾝH】

調査
結果

工事
内容

契約

工事
見積
提出

施工会社
【ｽﾓﾘ工
業】

賃貸人
（フォルダー）

【ﾌｫｰｽﾜﾝH】

賃借人
消費者

【入居者】売
却

【新築・入居時】

金融機関

【杜の都】

与信（仮）・審査

定期借家
契約

売買予約
権利契約
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住宅団地再生に向けた支援スキームの構築

• 中古住宅を流通させるためには、売り手、買い手等が感じているリフォームに関する不安を払拭する必要がある。
• 本協議会においては、リフォーム工事内容や費用を消費者にわかりやすく明示し、費用の資金調達手段としてリフォ

ーム価値を担保評価に反映させるローンを用意するほか、定期的な点検・メンテナンスを記録の保存をシステム化す
る等により、消費者が安心してリフォームに取組める仕組みを構築する。

協議会名：住宅団地再生協議会
構成員： ㈱常陽産業研究所、（代表者）、 ㈱日立ライフ、㈱常陽銀行、

常陽信用保証㈱、 損害保険ジャパン日本興亜㈱

試行予定地でのアンケート結果では、「高齢者が自宅に住み続けたい」とい
うニーズが高く、今後こうしたニーズへの対応を行う
○新型リバースモーゲージローンの開発

• 高齢者が自宅に住み続けるために必要なリフォーム資金、老後の生活
資金を賄うための金融商品の開発（住宅の評価方法が開発のポイント
となる）

• 不動産テック」等での評価についても検討する

今後の予定・課題について

目指している（開発している）仕組みの概要

「住宅団地再生協議会」にて以下のような仕組みを構築し、水戸市内の大型住宅団地にて試行を行う。

○リフォーム・リノベーション工事の見える化

• 「満足リフォーム」、「部分リフォーム」等といったメニューを
用意し、主な工事内容および費用の目安を提示

○リフォーム一体型ローンの開発
• リフォーム工事費用を住宅ローンの担保評価に反映

○定期点検・メンテナンス
• 定期点検、メンテナンス記録のシステム化

検討・開発した項目について

＜住宅団地再生に向けた支援スキーム構築＞

○ワンストップ相談窓口の設置

○リフォーム費用の見える化（リフォームの工事内容と費用を

明示、標準的なメニュの用意）

○価値の維持（定期点検に基づく修繕、住宅履歴の作成、修

繕積立制度等）

○新たな金融商品の開発（リフォーム価値を反映した担保評

価に反映等）

○居住者に対する付加価値の提供（生活関連サービス等）

※下線部分がこれまでの検討で確定した項目
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さいたま市美園地区における良質な
住宅ストック維持･向上促進事業

地域における良質な住宅の資産価値の適正評価を住宅金融･不動産市場等に効果的に普及･根付かせるために、住宅性能の
公的基準に加え、協議会独自の環境性能に係る基準も定め、一元的に評価・管理するために住宅のBIMデータを活用したインスペクション
データ管理、原価法による経年的資産価値算定等を行う流通促進スキームの核となる新たな評価システムを独自で開発、その評価結果を
HPに公表、また評価結果と連動した協議会による住宅の認定適合基準（ラベリング）を定め、住宅のブランド化を図ると共に、その各等級
に紐付いた金利優遇拡大等の金融商品と組み合せた仕組みの開発をする。

今後の予定
・開発した仕組みの周知活動（さいたま市との連携も合せ）
・開発した仕組みの試行事業（来年度10戸程度を想定）
取組みを踏まえた課題
・上記の予定を実施し、検証までに至らないと、金融商品や
流通商品の開発の広がりが現状困難となっている。

今後の予定・課題について

目指している（開発している）仕組みの概要

質の確保等
・住宅性能基準について公的基準に加え、協議会独自の環
境性能に係る基準、断熱気密性能、温熱環境測定、暑熱
環境対策性能、一次エネルギー消費量（名称；UDCMiガイ
ドライン）を定めた。

安心の付与･維持保全
・インスペクションの現況検査を360°カメラを活用して、独自
開発したBIMモデル管理機能システムとインスペクション管
理機能システムに同期することで維持管理及びHP公開等
の見える化の仕組みを開発。

評価対象･手法、将来時点の評価
・部位別データの価格水準を建設物価調査会から提供を受
け、原価法による経年的資産価値算定等を行う資産価値
算定管理機能システム（名称：UDCMiホームマネジメント
管理システム）及び部位別の算定結果の見える化の仕組
みを開発。

金融商品開発（案）
・『さいたま「レジリエンス」住宅ローン』（埼玉りそな銀行）

→住宅認証基準による金利優遇の拡大、資金使途に既存
住宅（+リフォーム資金）を追加 。

検討・開発した項目について

１．住宅の維持保全・性能向上に係る取組（※1）
・協議会独自の環境性能に係る基準も合せインスペクションを実施、その情報を協議会独自で

開発したインスペクション管理機能システムと同期。
２．住宅の資産価値の適正評価に係る取組（※2）

・上記の情報等を参考に原価法による経年的資産価値を算定（資産価値算定管理機能システ
ムにより）、協議会の定めた認定適合基準をラベリング。
３．金融・流通商品開発に係る取組（※3）

・上記の住宅認証基準による金融商品と組み合わせ、
インセンティブを実行。

協議会名：美園タウンマネジメント協会
構成員： (一社)美園タウンマネジメント（代表者）、(株)高砂建設、(株)高橋政雄設計事務所、

(株)セゾンハウス、(株)吉野アプレイザル、住宅保証機構(株)、(株)構造計画研究所、
(一財)さいたま住宅検査センター、(株)埼玉りそな銀行

--仕組みのイメージ--

※1

※1
※2

※2

※2

※2※3

※3

※3
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人生100年時代の住まいの
トータルサポートシステムの構築
地域型住宅リノベーション推進協議会の構成員である設計者・施工者は、地域の木材を使用し気候風土をふまえた在
来軸組工法の木造戸建住宅（＝地域型住宅）の設計・建設に従事してきたが、建設後のメンテナンス、改修、家族の事
情の変化による住宅の売却への対応は必ずしも十分でない。そこで、既存顧客向けの建設後のトタルサポートサービ
スとして、「人生100年時代の住まいのトータルサポートシステム」の仕組みを構築する。

協議会名：地域型住宅リノベーション推進協議会
構成員：特定非営利活動法人木の家だいすきの会、一般社団法人住宅医協

会、彩の木の家ネットワーク、飯能信用金庫、㈱マチダエステート、
㈱三協建設、㈲井上建築工業、㈱アトリエ・ヌック建築事務所

○ 今後の取組予定
１．平成30年度の取組予定 仕組の精査とプロモーション

・競争戦略の方針 ：差別化戦略、スターター事業の選択
・事業化準備 ：ビジネスフローと開発ツールの精査、事務用書式の作成
・プロモーション ：パンフレット等のＰＲ用ツールの作成、広報活動

２．平成31年度の取組 プロジェクトの試行

○ 今後の課題
１．住まいの健康管理事業の強化 →アウトソーシング企業との調整
２．リノベーション仲介事業の体制強化 →「安心Ｒ住宅」のサポート体制

今後の予定・課題について

目指している（開発している）仕組みの概要

検討・開発した項目について
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良質住宅ストック形成および
子育て世代流入モデル構築プロジェクト
川崎市内では、子育て世帯の転出超過や、空き家の増加が進行するとともに、世帯人員と住宅の広さのミスマッチが発
生している。協議会では、①空き家・住宅ストックの利活用、②子育て世代の流入、③住宅と居住者のミスマッチ解消（
特に持ち家戸建）を実現すべく、鉄道事業者・金融機関・行政が一体となり、地域ニーズを把握のうえ、既存住宅を安心
して取引できる仕組みを構築し、広く地域への普及・浸透を行うものである。

協議会名：小田急沿線既存住宅流通促進協議会

構成員：小田急電鉄㈱、小田急不動産㈱［代表提案者］、㈱小田急ハウジン
グ、ＪＡ神奈川県信連、川崎市

目指している（開発している）仕組みの概要

※1・小規模な修繕ニーズに対応するため、生活支援サービス事業（ベンリー）に参入
・インスペクション、リフォーム瑕疵保険の付保、リフォーム履歴の管理
・リフォーム部位に応じた残存耐用年数を設定する「部位別償却方式」の検討

※2・高齢者住宅の入居者に対する「つなぎ融資」（ノンリコース型住宅ローン）
・認定住宅に対する担保評価基準および貸出条件の優遇

※3・新百合ヶ丘駅のスタッフレスボックスの開設、栗平駅前コミュニティ施設の検討
・近居・同居および既存住宅の活用に向けた「3世代同居リノベーションセミナー」

（その他の取組み）
・「市外転出者に対する住まいのアンケート調査」
・麻生区王禅寺地区で「空家の活用・管理に関するモデル事業」を実施

検討・開発した項目について （※赤文字は実施済・概ね完成）

 維持保全・性能向上と金融
商品の取り組みを、「（仮称）
あんしん住宅」として繋げる
ための評価システムの構築

 協議会にて策定する評価シ
ステムの有効性の検証（対
象地域の住宅を一部買取
のうえ、評価を試行する）

既存住宅
（戸建・空き家等）

既存住宅
（戸建・空き家等）

［協議会全体］
・「（仮称）あんしん住宅」の認定制度
・子育て世代向け住み替えサービス（※3）

［宅建業者・建築士・検査業者・履歴管理］
小田急不動産・小田急ハウジング
・維持保全計画、性能向上リフォーム（※１）
・対象住宅の流通促進・買取

［金融機関］
ＪＡ神奈川県信連
・金融商品の開発（※2）

［企画者］小田急電鉄
［地方公共団体］川崎市
・駅施設、自治体広報誌等での情報提供（※3）

高齢者住宅
駅前マンション
高齢者住宅

駅前マンション

住みかえ住みかえ

住みかえ住みかえ

今後の予定・課題について
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空家等を価値のある良質住宅に変えるプロジェクト

既存住宅にリノベーションを活用する事で、消費者のニーズ（広さ・機能・デザイン・ハイバリュー）の実現が可能です。消費者保護の観点から、全国統一規
格の施工検査基準「適合Ｒ住宅」+インスペクション+瑕疵保険+住宅履歴+維持保全計画を基本とします。協議会内では、不動産流通業者・鑑定士・インスペク
ターにより、１０年後も通用する消費者ニーズ「高付加価値仕様」を纏め、賃貸価格評価を使った収益還元法等により、築年数によらない住宅価値の創造を検
討しました。これを 「適合R住宅＋高付加価値仕様」というラベリングします。これを元に、建築士・住宅事業者・瑕疵保険事業者・住宅履歴業者により、維持管
理できる仕組みを検討します。未来の業界を担う学生にも参画頂くなど、広く長く事業の目的普及を目指します。

協議会名：リノベーションによる住宅ストック維持・向上促進協議会ｉｎ新潟

構成員：（株）たかだ（代表者） 伊賀建設（株） 一般社団法人新潟県建築士会 公益社
団法人新潟県宅地建物取引業協会 （株）鳥屋野不動産 新潟県不動産鑑定共
同組合 住宅保証機構(株) （株）第四銀行 （株）北越銀行 （株）大光銀行 等

○ 「適合Ｒ住宅＋高付加価値仕様」による建物価値の向上と、市
場性の確認を行う。

○ 市場性の確認を金融機関に示す事で、金融商品の開発を促す。

〇 仕組みの開発で検証行為をしっかり行う事が、施行後の汎用性
に大きな影響を与える。検証行為の捉え方を国と確認する必要
がある。

〇 住居空間の拡大改善と空き家対策を兼ね、２戸１を進めたい。
全体コストの増大に対し、支援枠の拡大が必要と考える。

今後の予定・課題について

目指している（開発している）仕組みの概要

２．住宅の資産価値の適正評価に係る取組

○ 住宅の維持保全に適合Ｒ住宅を使用。

〇 ストック住宅の性能向上とは、社会共通のニーズを多く満たす
事で、賃貸住宅としてストック出来る仕様と考えた。

〇 建物の価値を、第３者評価である賃貸価格で数値的に表現。
〇 賃貸価格を元に、収益還元法による不動産鑑定により、評価で

きることから、築年に寄らない経済的耐用年数を延長を実現。
〇 住宅がストック状態になった場合、賃貸活用が可能な住宅を

「適合R住宅＋高付加価値仕様」とラベリング

検討・開発した項目について

１．住宅の維持保全・性能向上に係る取組 ３．金融・流通商品開発に係る取組

「適合Ｒ住宅＋高付加価値仕様」は、ハイブリッド鑑定評価
適合Ｒ住宅＝住宅良質化＝建物価値の向上
高付加価値仕様＝賃貸価値の発生＝経済的耐用年数延長
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１．住宅の維持保全・性能向上に係る取組

・住宅現況検査マニュアルに基づくインスペクションの実施（既存）
・住宅売買瑕疵保険への加入（既存）
・耐震性能IW値1.0以上（新築・既存）
・長期優良住宅（新築）
・維持管理計画の作成（新築・既存）

２．住宅の資産価値の適正評価に係る取組

・公益財団法人不動産流通推進センター作成の建物評価の根
拠を合理的に算出する「戸建住宅価格査定マニュアル」を活
用したシステムを利用する。

３．金融・流通商品開発に係る取組

・株式会社LIFULL 社と包括連携契約を締結したことによる地元
金融機関による商品化の実現。融資可能枠の拡大、割引金利、
実質的な残存耐用年数の評価による融資等。

「新潟Ｒ住宅」推進プロジェクト

新潟県の戸建住宅市場において良質な住宅が適正な建物評価をされる「新潟R住宅」を開発している。初年度は、公益
財団法人不動産流通推進センター発行の戸建住宅価格査定マニュアルを利用した評価額を金融保証会社が担保価値
とし認めてもらう仕組みづくりをした。今後は地元の金融機関と連携し、新潟Ｒ住宅独自の金融商品を開発する。

協議会名：新潟県不動産流通活性化連携協議会

構成員：（公社）新潟県宅地建物取引業協会、新潟県行政書士会、新潟県土地家屋調査士会、（公社）全国賃貸住宅経営
者協会連合会新潟県支部、（公財）日本賃貸住宅管理協会新潟県支部、新潟県しろあり防除協会、（一社）日米不
動産協力機構、（一社）地盤優良事業者連合会、（一社）住宅資産管理センター、㈱日本住宅保証検査機構、㈱新
潟建築確認検査機構、㈱中央グループ、（一社）新潟県建築士会、㈱大光銀行、新潟県労働金庫、協栄信用組合

○ 今後の取組予定

・金融保証による担保評価をした中で、新潟Ｒ住宅ならではの金
融商品の開発を目指す。
○ 今年度の取組を踏まえ、見えてきた今後の課題

・「新潟Ｒ住宅」を新潟県内にいかに流通、普及させれるか。
（事業者、消費者への説明会、効果的なＰＲ等）

今後の予定・課題について

目指している（開発している）仕組みの概要

○ 平成29年度に検討した項目や開発した項目

・株式会社LIFULL社と包括連携を結び、「金融保証会社」と「新
潟県不動産流通活性化連携協議会」において、「戸建住宅価格査
定マニュアル」の評価額により、地元金融機関による商品開発の
の幅が広がる仕組を開発した。履歴情報システムを導入し、試験
運用を行った。

検討・開発した項目について

戸建て価格査定
マニュアル

宅建業者

インスペクション

建築士

瑕疵保険加入

JIO

耐震性能
IW1.0以上

建築士

※維持管理計画

長期優良住宅
（IW値1.0以上）

既存住宅

※維持管理計画

新築住宅

宅建業者

建設業 建設業

金融保証会社

大光銀行
新潟県労金

協栄信用組合

※履歴データ管理
新潟県宅建協会

※建物担保価値を
見た新たな金融商品

※は、開発中
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【課題】
・関係各者との連携
・住宅の資産価値のできる専門家の選定
【今後の予定】

・既存住宅の資産価値についての仕組み構築
・金融商品の開発、構築
・協議会の広告、情報提供活動

今後の予定・課題について

目指している（開発している）仕組みの概要

【検討内容】
・既存住宅の評価基準、点検内容とその方法を検討
・維持保全計画、住宅履歴などの運用方法を検討
・住宅の資産価値についての評価方法を検討
・金融商品の開発を検討
・情報提供、協議会の事業運用について検討

⇒いづれも検討中

検討・開発した項目について

協議会名：NPO探邸ホームズ
構成員： NPO探邸ホームズ（代表者）、㈱福邦銀行、㈱住宅あん

しん保証、（社)リノベーション協議会、アロック・サンワ㈱等

既存住宅流通の活性化と空き家対策を目的とした
「安⼼リノベーション住宅＋Ｆ」（仮称）プロジェクト

従来から住まいの情報発信源として地域工務店、専門業者、資材メーカー、金融機関等と取り組んできた。今般は、そのネットワークを
活かし、既存住宅の流通、空き家対策を目的とし、グループで取り決めた基準（住宅内部のインフラ、耐震性、省エネ）を個々のライフスタ
イルにあわせて設定し良質なリノベーション住宅の普及促進を目指す。

これに基づき金融機関（福邦銀行）が既存のリフォームローンよりも返済期間及び融資額の条件が優遇できるリノベーション住宅向けの
融資商品開発を検討する。

＊対象物件は住宅性能向上と維持保全計画のある住宅が必須条件

＝安心リノベーション住宅＋F

住宅所有者
購入希望者

地元工務店

金融機関
宅建業者

建築士事務所

与信判断
定量的な評価

情報提供・評価依頼

金融機関から
求められた情報提供

金融機関への
情報提供依頼

融資可能枠及び
返済期間を優遇し
た金融商品

１．住宅の維持保全・性能向上に係る取組

２．住宅の資産の価値の評価に係る取組

３．金融商品・流通商品開発に係る取組

４．住宅ブランド化・情報提供に係る取組

【品質確保の取組】
・「既存住宅インスペクションガイドライン」を基本する。
・耐震性（耐震診断）、省エネ性（エネルギーパス）を考慮する。
【持続性のある維持保全の取組】
・維持保全計画を元に定期点検を行い等を住宅履歴ｼｽﾃﾑで管理する。
・金融機関の維持修繕積立制度の構築。

⇒安心リノベーション住宅
＋Fと認定する

構成員である宅建業者等が策定する住宅評価基準に基づき、将来のキャッシュフローを予
測し、DCF手法等により得られた評価結果を総合的に判断した資産価値の仕組みを構築。

安心リノベーション住宅＋Fに対して返済期間、融資額の条件が優遇した金融商品を開発。

安心リノベーション住宅＋Fは耐震性＋省エネ性を備えた住宅であるとブランド化。
また、消費者のライフスタイルにあった情報提供を行う。⇒耐震診断書＋エネパス表示

【イメージ図】
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・空き家及び建替え以外に利用不可であった建物の現況調査・詳細調査を行い、また性能向上リフォームによる省エネ
、耐震性能の向上により、住宅取得者へ新築以外の中古住宅も視野に入れた安心感ある住宅を提供する。
・中古住宅の流通促進に向け、中古住宅流通関連のWEBサイトの構築、中古住宅売買専用の金融商品の開発を行う。

○静岡ストックハウス流通促進協議会認定住宅の金利優遇
→静岡優良ストックハウス（品質）認定書による担保

○協議会認定品質基準の開発（上記認定書の創設）
○インスペクション実施等会員連携の構築、各種講習会等の実施

今後の予定・課題について

目指している（開発している）仕組みの概要

○専用HPと紹介用パンフレットの開発

〇住宅の質に応じた住宅ローンの金利優遇と関連商品の開発
・浜松信用金庫 変動金利型・固定変動ミックス型住宅ローンにて

長期優良住宅、住宅性能表示制度、インスペクション実施等
該当の住宅の取得者について、優遇金利の実施

・リバースモゲージ型住宅ローンの開発・取扱開始。
・住宅ローン貸付期間の改訂。

検討・開発した項目について

インスペク
ション
共和

新築中古
瑕疵保険
ハウスプ
ラス他

静岡ストックハウス流通促進協議会

協議会 会員工務店

維持保全
計画
ＪＢＮ
いえもり・
かるて

住宅履歴
情報
ＪＢＮ
いえもり・
かるて

長期優良住宅
※静岡木の家Ｎ 新築の標準仕様
+協議会グループルール

金
融
機
関

優
良
認
定
書
に

て
優
遇
融
資

事務局

② ③工事

④

各種認定

各種認定提出

⑤

静岡優良ストックハウス
認定書発行業務の実施

新築中古

宅
建
事
業
者

Ｓ
56
年
以
降
の
物
件
紹
介

①

⑨
協議会
母体

施
主

ＷＥＢ共有

ＷＥＢ共有

10
年+

延
長
可

断熱
耐震
ＩＯＴ等
研修会実施

静岡ストックハウス流通促進協議会
〜静岡認定優良ストックハウス開発プロジェクト〜

協議会名：静岡ストックハウス流通促進協議会
構成員： （一社）静岡木の家ネットワーク（代表者）・足立建築・同工務店部会・浜松信用金庫・JBN・清水

建築設計室・ハウスプラス住宅保証・マップス・スカイポート・山田幹根不動産鑑定所・ＦＰ鴨藤政弘・
共和一級建築士事務所・共和

グループルール
高効率エアコン
高効率給湯器
シンボルツリー

●価値向上
●性能向上
●維持管理

●

●●

●●

●

優
良
認
定
書

オプション

・価格査定
マニュアル

・不動産鑑
定

耐震診断
評点1.0
以上
共和他 ●

中古住宅を「価値ある」ものに

金利種類 基準金利 金利優遇案
変動金利 ２．４７５％ ０．６５０％（▲１．８２５％）
３年固定 ２．３５０％ ０．８５０％（▲１．５００％）
５年固定 ２．３５０％ ０．８５０％（▲１．５００％）

１０年固定 ２．９５０％ ０．８５０％（▲２．１００％）

資金使途 変更前 変更後
中古戸建土地建物 ２５年以内 ３５年以内
増改築・リフォーム ２０年以内 ３５年以内
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中古マンションの管理評価と
中古流通をさらに促進させるための事業開発

代表者である京都マンション管理評価機構では、2011年度から既存マンションの管理を「可視化」するための独自の評価指標（基礎評価／優良管理評価）を
作り、webで公開してきた。今回はこれに「重要事項説明ガイドライン」に新たに掲載された内容や京都市に提出された特定建築物調査報告書の内容を盛り込
み、中古マンションの流通の際に活用する「マンション・プロフィール」を作成した。これを用いることで①金融機関の貸付の際の社内査定の緩和、②流通事業
者の買い戻し保証(免責あり）、③管理組合／流通事業者の優良認定、を行い、中古マンションを安心して購入できるインフラを整備する。あわせて、消費者が
管理情報に容易にアプローチできる仕組みを検討するとともに管理組合がマンションの価値の維持・向上を進めるためのマニュアルを作成した。

協議会名：京都マンション管理評価・流通協議会
構成員：NPO京都マンション管理評価機構（代表者）、マンション流通協会、スーク創生事務

所、京都不動産コンサルティング協会、㈱みやこ不動産鑑定所、京都信用金庫 等

○ マンション・プロフィールの試行
（高経年マンションからスタートする。利用者へのアンケート調査
などを実施）

○ 「マンションは管理で選べ」のムーブメントづくり
（広報、セミナーの実施）

○ 管理組合への価値の維持・向上の重要性のPR
（バリューアップメニューの活用）

今後の予定・課題について

目指している（開発している）仕組みの概要

○ マンション・プロフィールの開発と仕組みの
構築

○ 上記をPRするチラシの作成
○ 上記を運用する協議会の立ちあげ

（これから試行）
○ 管理組合を対象としたセミナーの実施
○ 「マンション管理 バリュー・アップメニュー」

の作成

検討・開発した項目について

マンション・プロフィールは金融機関が社内で
融資を検討する際に活用できる情報さらに流
通事業者が買戻し保証を行える情報を掲載。
情報の非対称性を緩和することでこれにより
管理のよいマンションが市場で優位性を保た
せる。

中古マンションを購入する個人、もしくは改修
やバリューアップ工事、空き住戸買い取りによる
事業展開などを検討する管理組合が借入をす
る際、マンション・プロフィールの発行により融資
の条件を緩和することを通じて、「管理がよいマ
ンション＝長く使用される可能性がある（＝担保
価値が持続）」という住宅市場を構築することを
目指して構築した仕組みである。

この仕組みを支えるために、関係職能団体で
協議会を立ちあげ、マンション・プロフィールの
発行を通じて流通事業者は消費者に管理の重
要性を伝え、マンション管理士は管理組合のマ
ネジメントをサポートし、金融機関は築年数や立
地だけでなく管理の状態を判断基準にすること
で、管理のよいマンションの価値が向上する社
会インフラを構築する。
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大規模ニュータウンの既存⼾建住宅の
良質性維持と住み替え促進策の構築

協議会名：平城相楽ニュータウン住み替え循環型まちづくりの推進協議会

構成員： 関西文化学術研究都市センター㈱、㈱ＵＲリンケージ、サンヨーホームズ㈱、㈱創建、㈱日
本戸建管理、日本総合住生活㈱、㈱京都銀行高の原支店、㈱池田泉州銀行 他

平城相楽ニュータウンはUR都市機構が昭和40年台から開発し築20～40年経た戸建住宅が多く存する。所有者は徐々に高齢化し、単身･
夫婦のみ世帯が増えつつあり庭の剪定等で労多いこともあり、戸建から住み替えの希望が今後増えていく見込みである。そこで、住民相談
窓口を設け、住居を売却する、所有権は持ったまま戸建賃貸する、当面は自らが住むが将来の売却･賃貸に備えるといったニーズに応え
る。また転出先については、当地に住み続けたい方々が多いため、近隣のUR賃貸住宅や高齢者向け住宅などを想定し相談を受ける。

ついては上記ニーズに沿い戸建住宅ストックの良質性と流通性を維持するため、①定期的に点検する当協議会の維持管理システム(㈱日

本戸建管理の｢家ドック｣をカスタマイズ)の加入を普及し、更にその加入者の中から②当協議会の認定基準に合うリフォームを行う場合、当協議会用
に優遇した金融商品を提供し、認定住宅ラベリングを行う。また新たな住宅購入者はそのラベリングを参考として購入価格の考慮ができる。

これらの取組みにより高齢化への対応と、新しい住民の移入を促進できれば、将来に亘り街の活力が維持・発展できるものと考える。

開発中の仕組みの概要 【検討中】

○当協議会の認定基準2種((α)･(β))と、そのレベル差を踏まえた流れ (左から右)

○ ローン商品

(a) 購入時のリフォーム一体型住宅ローン （ 長35年）

(b) 居住中のリフォーム一体型住宅ローン （リフォームと同時に住宅
ローン借換え。当面は居住し将来の売却・賃貸に備える）

(c) 戸建住宅を賃貸経営するためのリフォームローン

○ リバースモーゲージ商品 (住宅金融支援機構保険事業の使途に限る)

通常より優遇した商品を提供

金融商品について （上記の当協議会認定住宅が条件） 【検討中】

○ 仕組みの開発について、説明会等によりPRし、リフォーム希望者
を募り試行を行う (平成30年度予定)

○ 住宅金融支援機構のリバースモーゲージ型住宅ローンにおける
平成30年度制度改善を踏まえ、金融機関と引続き調整。約定返済
付きローンとリバースモーゲージを一体化した商品設計を検討する

○ 家賃査定システムを構築し検証する

今後の予定

(α)長期優良住宅基準

(β)住宅瑕疵担保責任保険への加入基準

定期点検含む

維持管理ｼ
ｽﾃﾑ加入

当協議会の
維持管理シ
ステム(*1)に
必ず加入

(*1) 既存住宅インスペクションガイド
ラインに準拠。17部位200項目程度

建物価値
の評価

【売買】価格査定
マニュアルを使
用し評価

【賃貸】不動産鑑
定士により｢家賃
査定システム｣を
構築して評価

(参考：価値
(α)＞(β))

金融商品

当協議会の
認定住宅は、
左下枠に示
す｢金融商
品｣が利用で
きる

(参考：融資額
(α)＞(β))

ラベリ
ング

当協議
会の
終確認
後、認
定のラ
ベリング

基準選択

リフォーム希
望者はイン
スペクション
結果から当協
議会の認定
基準に基づき
（α）か（β）
を選択

売
却
、
賃
貸
に
よ
る

住
民
の
住
替
え
・移
入
促
進

(α) BEST (β) BETTER

1.維持管理ｼｽﾃﾑへの加入 ○ ○
2.インスペクション ○ ○
3.耐震診断(S56以前築) ○ ○
4.リフォーム相談(設計、見積等) ○ ○
5.瑕疵保険の付保 ○

リ
フ
ォ
ー
ム
工
事
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「山陰古町（こまち）に暮らす」ブランドの創造と
既存住宅購入カウンセリング・流通システムの構築

協議会名：山陰良質住宅リフォーム推進協議会

構成員： （一社）マイホームマイスター協会（代表者）、コクーン設計舎、㈲朝日住宅、㈲総合宅建、
SCアドクロス、島根県不動産鑑定士協会、住宅保証機構、島根中央信用金庫 等17社

「居住性評価インスペクション」に基づく見えるカルテ・維持保全計画により建築士によるリフォームデザインの提案を行うことで、既存住
宅を「山陰良質住宅」と「山陰古町（商標登録済）」というブランド住宅として供給するシステムを構築する。同時に消費者の住宅取得支援と
してFP住宅購入相談所内に物件情報、モデルプランの掲示とカウンセリング、セミナーの定期開催を通して良質な既存住宅の暮らし方・金
融商品の使い方の情報提供を行い、新たな既存住宅の流通の仕組みとマーケットの創造を行います。

目指している（開発している）仕組みの概要

山陰良質住宅と山陰古町の認定基準

マーケットへの啓蒙活動

【金融商品・流通商品開発に係る取組】
○島根中央信用金庫による本事業専用住宅ローン
〇維持保全計画＋積立型火災保険による積立制度

金融商品の開発

○鑑定評価と金融商品、リバースモーゲージの導入
○現場での試行によるフィードバックとブラッシュアップ

今後の課題について○住宅購入までの流れの自動化
〇展示コーナーでの物件情報・モデルプランのパネル展示
〇建築士とＦＰによる定期セミナーの開催

「住まい方の提案」「生涯予算の組み方・金融商品の使い方」

現況確認 金融商品

予算の計画 借金の計画

住まい方の提案

山陰良質住
宅（新耐震）

山陰古町

新耐震劣化有 旧耐震

既存住宅状況調査
（瑕疵保険加入調査）

居住性評価
インスペクション

ヘリテージ調査

耐震診断

建築士によるプランニング

修繕計画

リフォーム案

耐震補強案

修繕工事

耐震補強工事

瑕疵保険付保

●

●

●

●

●

●

●

● ●

● ●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●●

瑕疵保険付保 定期検査診断を踏まえて不動産鑑定評価

住宅履歴作成・保存

性能保証インスペクション＋居住性向上インスペクション・耐震診断とヘリテージ調査（旧耐震）

見えるカルテに
よる表示（現況）

「住宅の評価書」 ※赤字：当協議会独自の活動

〇
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履歴管理
一般社団法人ワールドインスペクション

履歴管理
一般社団法人ワールドインスペクション

香川県地域既存住宅流通のための
「さぬき安⼼あんぜん住宅」プロジェクト
既存住宅の流通促進を図り、地域の空き家対策・移住促進の為、今回新たに開発する仕組みは協議会が設定した性
能・維持保全等に適合するものを「さぬき安心あんぜん住宅」として認定する。この認定住宅に対し本事業で定めた鑑
定評価手法を当てはめ資産価値を適正に評価することで、金融機関の独自住宅ローンを提供する仕組みを協議する。

協議会名：さぬき安心あんぜん住宅普及協議会
構成員：（一社）ﾜｰﾙﾄﾞ･ｲﾝｽﾍﾟｸｼｮﾝ（代表者） ㈱金丸工務店、山本透設計室、双葉興業株式会社、合同会社松

野不動産、㈱富士店舗管理、名渕鑑定所、住宅金融支援機構、ＴＤＹグループ、㈱LIXIL、㈱朝日オリコミ、
住宅履歴情報活用協議会、かがわ暮らしKO・SHI・RA・Eの会、 高松信用金庫等

「さぬき安心あんぜん住宅」を地域住民に告知し、イメージとして定
着を図るかが課題。この取り組み事態を現在から様々な手法で告
知し、ブランドイメージとして確立させることが必要。

今後の予定・課題について

１．住宅の維持保全・性能向上に係る取組

「さぬき安心あんぜん住宅」の建築仕様、ブランド化に係わる手法
1）公的認定に係る仕様決定。
2）協議会独自基準による地域材消費拡大。
3）金融商品選定に係わる等級の設定試案（次年度）。

検討・開発した項目について

※ 施工品質、性能確保に係わる取組
1.メーカーの納品書、証明書等の確保
2.「さぬき安心あんぜん住宅推進協議会」の認める建設業者
3.公的認定

（新築）
・建築完了時、インスペクション実施
・長期優良住宅の認定
・性能評価による耐震等級、温熱等級の認定
・協議会で認める独自基準（地域材の使用）
・インスペクション履歴情報の国交省推奨システム登録
（既存）
・インスペクションの実施
・昭和56年以前の建物に対する耐震診断、耐震補強（必要時）
・協議会で認める独自基準（地域材の使用）
・インスペクション履歴情報の国交省推奨システム登録
・初期購入時、既存住宅売買瑕疵担保責任等に係わる保険に加入

※ 維持保全に係わる取り組み
（新築・既存共通）
1.維持保全計画書「おうちの電子かるて」作成、1年、3年、5年、
10年、以降5年毎の定期点検を実施、5年毎のインスペクション
による状況調査

2.インスペクション履歴情報の結果を国交省推奨システム登録

２．住宅の資産価値の適正評価に係る取組

「さぬき安心あんぜん住宅推進協議会」の認める鑑定士により、協
議会によって策定された鑑定手法を考慮した方法で鑑定を行う。

３．金融・流通商品開発に係る取組

百十四銀行、高松信用金庫においてそれぞれ開発される住宅ロー
ンを「さぬき安心あんぜん住宅」に認定された住宅の建設工事に充
当する（次年度）。

修繕維持積立金を創設、あるいは既存の金融商品を適用し、維持
管理上での修繕積立金とする。

さぬき安心あんぜん住宅

設 計
山本透設計

室等

設 計
山本透設計

室等

施 工
こしらえの会

金丸工務店等

施 工
こしらえの会

金丸工務店等

不動産
松野不動産

他

不動産
松野不動産

他

鑑 定
名渕総合
鑑定所等

鑑 定
名渕総合
鑑定所等

建 材
TDY

LIXL等

建 材
TDY

LIXL等

金 融
114BK

高松信金

金 融
114BK

高松信金

さぬき安心あんぜん
住宅推進協議会
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住宅ストックの活用による
エリアコミュニティ復興プロジェクト

安心・安全性が判断しやすい被災地における既存住宅判定の仕組み※１を開発する。
その開発・普及にあっては、被災者心理を考慮して、復興支援に携わっている団体や大学などとも連携した共創マーケ
ティングを実施することで、被災地における住宅ストックの循環を後押しする。

協議会名：熊本県安心R住宅推進協議会
構成員：株式会社すがコーポレーション（代表者）、株式会社スガスタイル、

スミタスReホーム株式会社、株式会社インジュニュイティ、株式会社
日本住宅保証検査機構、株式会社熊本銀行、一般社団法人安心R
住宅推進協議会

今後の予定・課題について

目指している（開発している）仕組みの概要

すがコーポレーション
宅建事業者

スガスタイル
住宅事業者

復興支援団体 他
マーケティング

日本住宅保証検査機構（JIO）
履歴の保管等

検査・工事・流通

熊本県安心R住宅推進協議会

スミタスReホーム
住宅事業者

熊本銀行
金融商品の提供

安心R住宅推進協議会
企画・総合プロデュース

検討・開発した項目について

被災地心理を反映させた透明性・納得性の高い「消費者お
よび金融機関目線」の既存住宅の判定指標を開発する。

宅建事業者が取り扱う全ての物件を「熊本既存安心住宅」
として評価・認定し、市内にある住宅ストックの状態を整理・
把握するとともに、熊本銀行が優遇ローンを提供することで、
被災地における中古住宅の流通システムを構築する。

「熊本既存安心住宅」の判定にあたっては、基本となる
考課基準（必須項目、加点項目、地域特性）に加えて、
罹災または特定空家等の指定状況も反映し、全3種目
9系統27項目について判定・評価する。

・今年度開発した判定指標（暫定）に対し、自治体協力の
もと、消費者の合意形成を図ることでより納得性の高い
内容にブラッシュアップする。
・ 「熊本既存安心住宅」判定の試行を一定数行ない、結果
の妥当性を検討する。
・「熊本既存安心住宅」優遇ローン商品を開発する。 37



平成30年度採択団体の取組概要
北海道Ｒ住宅ストック流通推進協議会
新しい宮城の家・暮らし方・推進協議

ＪapanＱuality=JQマンション推進協議会
こおりやま既存住宅流通促進協議会

⻑寿命住宅研究会
一般社団法人 TOKYO住まいと暮らし
良質住宅ストック形成推進協議会

相模原市緑区地域既存住宅リフォーム・改築推進協議会
NewsTock協議会

名張中古住宅流通促進協議会
広島良質住宅整備促進協議会

一般社団法人住宅流通促進協議会
新しい住宅⾦融⼿法を検討する協議会
⽯川県「安⼼Ｒ住宅」普及促進協議会

東海住宅ストック協議会
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北海道Ｒ住宅ストック流通推進プロジェクト
「北海道Ｒ住宅システム（平成21年開始）」は、インスペクション、性能向上リフォーム、住宅履歴保管及び住宅品質表示･WEB公開、メン

テナンスへの履歴活用、瑕疵保険加入、築年数に拠らない新築同様の住宅ローン提供、情報提供、相談対応まで、工務店･建築士･技術
者･銀行･研究機関･行政等が連携して地域一体で取組む、信頼性高い中古住宅流通･リフォーム環境づくりの社会システムである。

平成30年度は、「北海道Ｒ住宅ストック流通推進協議会（平成28年度設立）」の活動を継続し、住宅一次取得者層を想定した新型ローン
開発や自宅流通価格試算ツールの開発等、良質ストックユーザーの拡大に資する仕組みの開発に取組む。

【住宅気密性能保証保険の新築に対する適用拡大】

「住宅気密性能保証保険（損保商品）」を新築良質ストック（北方型
住宅・北方型住宅ＥＣＯ）に適用するに当たっての要件や手続き等を
整理・調整し、商品化を目指す。

【既存良質ストック一次取得者層向け新型ローン】

○良質ストック（長期優良住宅認定レベル）の約30年経過後の現況

性能・劣化度合い等を把握するための調査手法、及び性能回復・向
上リフォーム手法の確立に向けた検討に取組む。

○「北海道Ｒ住宅向け保険期間10年の瑕疵保険」の商品化に取組む。

【良質ストック流通価格ユーザーシミュレーション】
「良質ストック流通価格見積システム（H29開発）」を基礎として、良

質ストックユーザーが流通価格を試算できるツールを開発する。

２．住宅の資産の価値の評価に係る取組

１．住宅の維持保全・性能向上に係る取組 ３．金融商品・流通商品開発に係る取組

【（北海道庁による）きた住まいるブランド住宅登録制度】
「北海道Ｒ住宅」、「北方型住宅」、「北方型住宅ECO」がブランド認

定されており、普及、周知を進める。

４．住宅ブランド化・情報提供に係る取組

協議会名：北海道Ｒ住宅ストック流通推進協議会

構成員：（株）シー・アイ・エス計画研究所（代表者）、（株）北洋銀行、北海道Ｒ住宅事業者ネットワー
ク、（一社）北海道建築技術協会 、（一財）北海道建築指導センター、たけうち不動産（株）、（株）札都

ユーザーへのわかりやすい情報提供/Web公開

既存住宅
に係る

瑕疵保険
加入の

義務化

「きた住まいるサポートシステム」（H28､10月北海道住宅履歴システムから名称変更）

性能向上リフォームの実施
・全ての評価項目でＳ基準を満たす

関わる技術者
（登録制度）

インスペクション
結果、改修履歴
の記録・保存

北海道住宅検査人
BIS登録技術者

（省エネの性能向上に関与）

リフォーム工事着手前
のインスペクション

劣化事象の改修・
補修のアドバイス

インスペクション
結果

改修履歴
○物件概要

○北海道住宅ラベリングシート
（履歴からの自動作成）

維持保全計画

新築同様の地盤品質保証の提供
(ジャパンホームシールド(株) Ｈ25､4月～)

築年数によらない長期住宅ローンの提供
（北洋銀行 Ｈ22、1月～）

適切な
メンテナンス

による
既存住宅の
長寿命化

金融機関・保険会社と

連携した市場環境づくり

北海道Ｒ住宅

システム

北海道Ｒ住宅に係る
情報提供・相談対応

北海道Ｒ住宅ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰによる実施

良質ストック流通価格見積システム 良質ストック流通価格ユーザーシミュレーション

販売価格 円 購入価格 円
改修費 性能構造 ▲ 円 きた住まいるブランド ※履歴情報に応じて概算 ▲ 円

表装 ▲ 円 気密性能（Ｃ値） ※履歴情報に応じて概算 ▲ 円
内装 ▲ 円 表装修繕履歴 ※履歴情報に応じて概算 ▲ 円
設備 ▲ 円 設備交換履歴 ※履歴情報に応じて概算 ▲ 円

土地価格 円 土地価格 ※周辺価格にて概算 円
利益 ▲ 円 現況売却想定価格 円
管理費 ▲ 円
手数料 ▲ 円
現況買取価格 円

「良質ストック評価型
リバースモーゲージ
（H29開発）」の根本で

ある「良質ストックを適
正評価し、融資担保と
する手法」を基礎として、
「超長期にわたるリ
バースモーゲージを組
み込んだ新型ローン」
の考え方を整理・調整
し、商品開発を目指す。

北海道Ｒ住宅システムの概要図
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資産売却希望者との共同⽅式による「売主既存住宅の流通活性化スキーム
（調査・改修・評価・保証）の総合提案・サポート」の仕組みを開発する

「空き家」を含む遊休資産の所有者（売却希望者）との共同事業方式による、当該既存住宅の流通スキーム（調査・改修・評価・保証）の
総合提案・サポートの仕組みを開発する。また、当該提案に基づき一定の性能が確認された既存改修住宅に長期維持管理契約を義務付
けた「（仮称）新しい宮城のR住宅」の認定を行い、改修後の流通市場価値を査定し、担保価値評価を行い「（仮称）先行リフォーム融資」・「
超長期リフォーム住宅ローン」の金融商品開発・実行に繋げる仕組みを構築する

協議会名：新しい宮城の家・暮らし方・推進協議

構成員： スモリ工業（株）（代表者）、ﾌｫｰｽﾜﾝﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ（㈱、
杜の都信用金庫、有）居住環境研究所不動産鑑定士、
ﾌｫｰﾗﾑ･ｼﾞｪｲ、㈱都市ﾘｻｰﾁ、G2ﾘｻｰﾁ＆ﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞ 等

○認定「新しい宮城の家R住宅」に対し、以下商品を検討開発する
1） 【売主向け】「（仮称）先行リフォームローン」の検討・開発、

（＝売却後一括返済リフォームローン）
2）【買主向け】「超長期（50年）既存住宅ローン」の検討・開発

○住宅の性能改善向上について

• 「インスペクション」並びに「既存住宅評価（個別性能評価）」を実
施し、住宅性能の改善計画と性能向上改善工事を実施。

• 工事後、「既存住宅性能評価書」を取得。
○建物の維持管理について ～50年維持保全計画と承継～
• 住宅資産価値を長期維持する「50年維持保全計画書」を作成。

• 住宅所有者（売主）が、住宅主要性能の維持に係る事業者と維持
保全契約を締結。売買完了時には、新たな所有者（買主）へ維持
保全契約を承継し住宅性能を担保。

• 定期検査を実施。検査結果及び修繕結果を住宅履歴情報として
蓄積。

〇現況住宅資産価値を評価・算定する

• インスペクション・既存住宅性能評価情報、並びに地域性を加味
した不動産鑑定士（JAREAHAS）による現況資産価値を算定。

〇不動産市場調査に基づき「住宅販売価格査定表」を作成する

• 住宅所在地の需要者特性を踏まえた不動産流通市場調査・分析
の実施。当該既存住宅流通の予想受容価格査定モデル（「販売
価格査定表」の策定）調査・提案の実施。

〇「新しい宮城の家R住宅」認定と買取価格保証の検討・開発を行う

• 所定の住宅性能改善と長期維持管理付住宅に対し「（仮称）新し
い宮城の家R住宅」認定を実施。

• 認定住宅において「販売価格査定表」に基づく買取保証の在り方
の検討・開発。

２．住宅の資産の価値の評価に係る取組

１．住宅の維持保全・性能向上に係る取組 ３．金融商品・流通商品開発に係る取組

４．住宅ブランド化・情報提供に係る取組

〇普及・広報準備委員会を設置し、自治体・市町村空き家バンク
等への協力働きかけ準備を行う。
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「ＪapanＱuality=JQマンション」の推進

・性能向上大規模修繕の普及促進を行う。
・既存マンションの大規模修繕前建物診断を利用し、性能向上に資する建物群を長期優良化に導くサポートを行う。
・修繕積立金で賄えない、掛かり増し分を補助金・金融機関のローン等を構築し、推進を図る。
・長期修繕計画の見直しを行い、改修時の保険の加入履歴情報の蓄積を行い、完成時検査を経たものを「認定JQマンション」とする。

協議会名：ＪapanＱuality=JQマンション推進協議会

構成員： （一社）改修設計センター（代表者）、阿部建設株式会社、株式
会社〇設計、株式会社仙台銀行 等

〇資金不足による大規模修繕工事の未実施の工事項目が生じ無
い様、性能向上修繕に合致した大規模修繕ローンの金利優遇等
の仕組みを検討・性能向上の掛かり増し分への補助額を念頭に
置いた改修工事ローン

• 専有部分リノベーションの有効性の評価及び売買改修工事一体
化ローンの開発

• 専有部に対して行われる売買に金利優遇・返済年数が長いリ
フォーム一体型ローンの仕組みを検討
（以上、仙台銀行）
〇管理組合と一体となった仲介・買取再販物件へのサポート

• 性能向上修繕が行われた内容を「住宅履歴情報」として【正確に】
蓄積する。

• インスペクションを実施し、その内容・修繕経過を明らかにした上
で完成時検査を経たものを「JQマンション」として認定する。

• 外壁劣化・温熱環境は、赤外線サーモグラフィ画像を添付し、維
持保全に備える。また、想定1次エネルギー量を表示し、年間コス
トの見える化を行い、価値とする。

２．住宅の資産の価値の評価に係る取組

１．住宅の維持保全・性能向上に係る取組 ３．金融商品・流通商品開発に係る取組

本協議会が『(仮称)ＪapanＱuality=JQ』として認定したマンション
に対してラベリングした標章を掲示する。
・「(仮称)ＪapanＱuality=JQ」等の認定マーク・ロゴマークの検討
・管理組合に対して、広報・宣伝戦略の検討

・流通する専有部に対しては上記共用部の表記を表示するとともに
ウェブサイトで、認定マークを表示するとともに、査定方法も明示す
る。
・定期点検状況についても掲示する。(10年間)
・住宅履歴情報に基づいた情報提供システムの検討を行う。
・長期優良住宅(増改築)やBELS評価を推進する。

４．住宅ブランド化・情報提供に係る取組

一次インスペクション
長期優良化基準を満たすか否か
• 設計図書スクリーニング・コンクリート強度試験
• 中性化試験・赤外線サーモグラフィカメラの活用

大規模修繕の予定の既存マンション
(原則 新耐震基準以降のもの)

OK→長期優良住宅化を目指し、

現況を把握する二次インスぺク
ションで現状の把握

• 各部位別の特定劣化事象
について明示

• 長期優良住宅基準に引き上
げ可能かを考察

NG→耐用年数までに必要な
維持保全に係る改修
「ピンピンコロリマンション」
(建物のスラム化を阻止)
これらに必要な履歴情報の蓄
積
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• 住宅ファイル制度を導入し、建物積算価格査定システム（ＪＡＲＥＡ
－ＨＡＳ）を用いてリフォーム等を反映した建物価格を査定

• 福島県の地域的特性にふさわしい耐震性・断熱性能等の住宅性
能を適正に評価する仕組みを構築

「こおりやま版住宅ファイル推進事業」 協議会名：こおりやま既存住宅流通促進協議会
構成員： NPO法人こおりやま空家バンク（代表者）、郡山市建築行政協力会、（公社）福島県不動産

鑑定士協会等

• 新耐震基準を満たした建物についてリフォームを促進
• インスペクションを実施し、既存住宅瑕疵保険への加入により安心

を付与。
• 住宅履歴情報の保存・管理等を通じて、建物の情報を「見える化」

→購入者が安心して既存住宅を取引出来る市場を実現

郡山市への移住促進と空き家対策を目的として設立されたＮＰＯ法人こおりやま空家バンクを活用して、耐寒性・耐震性を具備した建物
リフォームの促進を図ります。高水準のリフォームを施して一定の性能基準を満たした既存住宅を本協議会認定の「優良住宅」とし、既存
住宅の質の確保等を目指します。また既存住宅の適正な市場価格を査定するツールとして住宅ファイルを導入します。住宅履歴情報の
保存・管理等を通じて建物の問題点・改善点等を「見える化」することにより需要者が安心して取引できる市場を実現します。

２．住宅の資産の価値の評価に係る取組

１．住宅の維持保全・性能向上に係る取組 ３．金融商品・流通商品開発に係る取組

４．住宅ブランド化・情報提供に係る取組

• 住宅ファイル適用物件について、協議会及びこおりやま空家バン
クのＨＰで認定マークを表示

• 性能向上リフォーム、価値保全リフォーム等の実施により優良住
宅の表示

• 郡山市等との連携強化による情報提供を実施
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• 「住宅価値保証システム」により、より明確に担保される将来の
住宅の資産価値をベースとした、新たな住生活あんしんローン
Ⅱの開発

• 新たに開発する住生活あんしんローンⅡは、住宅価値保証
システムの構築によりデフォルト時損失率が明確になり金融
機関のリスク低減が図れる。

• 残価設定型ローン、ノンリコースローンやリバースモーゲー
ジなどの、幅広い金融商品の開発を目指してゆく。

「長寿命住宅（新築）」の認定と維持管理の取り組みに加え、メンテ
ナンス支援・省エネ支援等により、全国工務店の更なる参画の拡大
を目指してゆく。

様式３

損保会社と連携し、当会独自の「住宅価値表示算定プログラム」で
表示した住宅価値を保証する「住宅価値保証システム」を開発する。

これにより、「住宅価値が見える住宅」から「住宅価値が保証される
住宅」を生み出し、住宅の適正な資産価値が適正に評価される市
場形成が促される。

既存住宅の流通促進に資する良質で寿命の長い住宅の供給を促進するため、施工品質、性能及び維持管理につい
て、一定の水準を満たす住宅を「長寿命住宅」として認定し、当会独自に開発した資産価値評価手法による結果を踏ま
えた金利引き下げ・融資期間の拡大を行う金融商品の開発を行ってきた。

さらにこれらの実績をベースに、損保会社と連携し「資産価値評価手法で算定した住宅価値を保証する仕組み」を新
たに構築し、資産価値評価手法の信頼性向上を図る。これに基づき金融機関と残価設定型ローンやノンリコースローン、
リバースモゲージローン等の新たな金融商品の開発を行うことにより、良質な住宅ストック市場の好循環を促進する。

２．住宅の資産の価値の評価に係る取組

１．住宅の維持保全・性能向上に係る取組

３．金融商品・流通商品開発に係る取組

プロモーションムービーの発信、ホームページの充実

• 地方会場等での勉強会の開催により、参画事業者のさらなる拡
大を図る。

４．住宅ブランド化・情報提供に係る取組

⻑寿命住宅認定に損害保険を組み合わせた「住宅価値保証シス
テム」による住宅ストック維持・向上促進プロジェクト

協議会名：長寿命住宅研究会ＷＧ

構成員： 長寿命住宅研究会（代表者）、㈱埼玉りそな銀行、（株）武蔵野銀行、（株）宮崎銀行、西
武信用金庫、住宅保証機構㈱、㈱リアルコンサル、（株）高砂建設、アイホーム（株）、（株）
小嶋工務店、健康住宅（株）、㈱四季工房、四季の住まい、オフィスミカミ、（株）イエタス

良質な住宅ストックの
長期にわたる市場価値の形成促進

住宅価値保証システム
将来の住宅価値を保証す
る保険商品の開発

質の高い住宅と
維持管理

住宅価値表示
算定プログラム

住宅の価値に基づく新たな金融商品の開発
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①インスペクション－Ａ型
・戸建住宅、1棟のマンション

⇒ 目視調査
②インスペクション－Ｂ型

・戸建住宅、1棟のマンション・事務所
⇒ 目視調査＋現地試験（躯体強度試験・中性化試験）
⇒ 残存耐用年数の査定
⇒ ＲＣ造、Ｓ造、木造

「アフォーダブル住宅」の提案

（1）一級建築士等によるインスペクションにより中古建物の残存耐用年数を査定するシステム（インスペクション-Ｂ型）を開発し、金融機関が融資期間を設
定する際の参考資料にする。（2）住宅の評価手法としてＴＨＫ住宅査定システム-Ⅰに続き、新たにＴＨＫ住宅査定システム-Ⅱを検討し、1棟の中古マンション
の価格査定システムの開発にトライする。（3）金融商品は「終始一貫」と「ハッピーエンドバトン」を開発し、時代の要請に応えたい。（４）建物のライフサイクルコ
ストと事業収支を踏まえて、建物の超長期利用の可能性を追求する『アフォーダブル住宅』の仕組みを開発する。また、消費者が売却見込み価格を試算でき
るシステム『しさんくん』を開発する。この２つはいずれも消費者目線に立った仕組みであり、中古建物市場の活性化に資することを目的とする。

協議会名：一般社団法人TOKYO住まいと暮らし
構成員： ㈱加門鑑定事務所（代表者）、世田谷信用金庫、イッツ・ソリューションズ㈱、
かんべ土地建物㈱、㈱森事務所、㈱四門、㈱米山、㈱SAITO ASSOCIATES

①THK住宅査定システム－ I ⇒ 戸建住宅（簡易版）（作成済）
②THK住宅査定システム－Ⅱ ⇒1棟のマンション
③省エネ基準と環境基準を取り入れた新しい評価システム

２．住宅の資産価値の評価に係る取組

１．住宅の維持保全・性能向上に係る取組 ３．金融商品・流通商品開発に係る取組

情報提供
①『アフォーダブル住宅』の開発
②「しさんくん」：ブランドのレベルに基づき、消費者が売却見込み

価格を自分で試算できるシステムを開発

４．住宅ブランド化・情報提供に係る取組

住宅ローン

戸建住宅
1棟のマンション

THK住宅査定
システム- I

THK住宅査定
システム-Ⅱ 

いくらで
売れそうかな？

②ハッピーエンドバトン 信託受託者向け信託不動産担保ローン

①終始一貫 リバーモーゲージ付き新型住宅 ローン

リバースモーゲージ

・中性化試験）

しさんくん

円の中は延べ床面積

例：【玉川学園駅、建物面積100～120㎡未満、徒歩15分以内】
成約事例の検索結果：26件 ⇒ 価格を試算

価
格

所要時間

親 子
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住宅ローン
リフォームローン
リフォーム一体ローン

⼾建住宅の複合用途化による
良質住宅ストックの維持・向上促進事業

本格的な人口減少・少子高齢化社会の到来に伴い、東京圏においても空き家・空き室等が増加している。特に戸建住宅では所有者の高
齢化や世帯員の減少、世帯収入の減少等により、空きスペースの増加や十分な維持・修繕がされない、 終的に空き家になってしまう等、
都市部における貴重な住宅ストックを毀損しているケースも多い。一方、戸建住宅の新規取得者及び継続使用者とも、空きスペースを活用
してリフォームを行い他用途（収益用途等）の部分を併設することにより、志向するライフスタイルやワークスタイルを実現し、あわせて収入
の確保を図ろうとする動きもみられる。

このような状況を踏まえ、本事業では戸建住宅の一部を他用途へ改修・活用したいという所有者の意欲を活かし、自己居住用住宅部分
および他用途部分の維持・修繕を促進し、良質な住宅ストック全体の維持・向上につなげるための商品開発を行う。

協議会名： 良質住宅ストック形成推進協議会

構成員： 東京都不動産鑑定士協会（代表者）、リノベーション住宅推進協議会、リビタ、西武信用金庫、
ハウスプラス住宅保証、住宅あんしん保証、東京都宅地建物取引業協会

• 戸建住宅の空きスペース（部屋や土地）を活用してリフォームを
行い、他用途部分（店舗（物販・飲食）、事務所、賃貸住宅等）を
併設することにより、自己居住用住宅部分および他用途部分を
あわせた建物全体の継続的な維持・修繕を促進し、良質な住
宅ストック維持・向上を図る仕組みを構築する。

• 協議会会員である「リノベーション住宅推進協議会」が定めるリ
ノベーション住宅性能基準（R5）および国土交通省による安心R
住宅制度を活用し、自己居住用住宅部分および他用途部分を
あわせた建物全体の品質を確保する。

• リフォーム工事後のインスペクションの実施、住宅瑕疵担保責
任保険への加入、住宅履歴の管理（情報システムを活用）、長
期修繕計画の策定等をあわせて行う。

２．住宅の資産の価値の評価に係る取組

１．住宅の維持保全・性能向上に係る取組 ３．金融商品・流通商品開発に係る取組

４．住宅ブランド化・情報提供に係る取組

自己居住用
住宅部分

他用途部分
（店舗、事務所、

賃貸住宅等）

事業用ローン

柔軟に組み合わせたカスタマイズ型商品の提供

• 不動産鑑定士による価格等調査手法や支援情報システム（
JAREA HAS）の活用等により、リフォームを施した（または施す
予定の）自己居住用住宅部分および他用途部分の価格や経済
的耐用年数を適切に評価する仕組みを整備・適用する。

• 「不動産取引価格情報」（東京都内/平成29年度分まで）につい
て、物件属性（駅距離、面積、経年数、他用途との複合状況、リ
フォームの有無、新耐震基準への適合状況等）の観点から集計
・分析することにより、中古住宅の価格水準および経済的耐用
年数を適切に評価し、金融機関における商品開発および融資
審査（金額・期間）のための基礎資料として提供する。

• 自己居住用戸建住宅のための金融商品（住宅ローン・リフォー
ムローン・リフォーム一体ローン等）と、他用途部分のための金
融商品（事業用ローン）等を顧客ニーズ・物件特性等に対応し
適切に組み合わせカスタマイズ型金融商品として提供する。

• 住宅部分には瑕疵担保責任保険を適用し、瑕疵があった際の
修理費用確保を図る。

• リノベーション住宅推進協議会の「適合R住宅」および国土交
通省の「安心R住宅」を活かしつつ、今回検討する複合用途住
宅に対応した商品について、ネーミングを含めたブランド化の
検討と各方面への情報発信を図る。

他用途物件と連動した
継続的な維持・修繕

良質住宅ストックの維持
多様なライフスタイル・
ワークスタイルの実現

世帯収入の確保

戸建住宅リフォームによる複合用途化

同一建物または同一敷地
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「移住循環型住宅」推進プロジェクト

既存住宅の流通促進を図ることにより空き家対策・移住促進に繋げるため、入居者が自己裁量で自由にインフィル部分のリフォームがで
き、 住宅の品質確保・維持管理について一定の基準を満たす「DIY賃貸住宅」と「住替え先住宅」をパッケージとして提供する「移住者循環
型住宅」の仕組みとともに、インフィル専用金融商品及び住み替え先住宅の金利優遇や融資期間の拡大を行う金融商品を開発する。

なお、商品の具現化にあたっては、民法（付合）や税法（贈与）等の課題について検討を行う。

協議会名：相模原市緑区地域既存住宅リフォーム・改築推進協議会

構成員： （一社）藤野観光協会（代表者）㈱野崎工務店、㈲アーキシステム、創和建設㈱、㈲藤野開
発、相愛信用組合等

「移住者循環型住宅」提携の金融商品として、「DIY賃貸住宅」賃借
人向け「インフィル専用支援ローン」と家主向け「住替え支援ロー
ン」を開発する。
□「インフィル専用支援ローン」は、住宅ローン並みの金利を検討す
る。
□「住替え支援ローン（既存商品の改良）」については、住宅の維持
保全管理、性能向上を評価し、金利優遇、返済期間拡大を検討す
る。

本協議会が開発する「移住者循環型住宅」として認定するため
□品質確保の取組
・既存住宅現況検査マニュアルに基づくインスペクションの実施（既存）
・既存住宅売買瑕疵保険への加入（既存）
・耐震性能IW値1.0以上（新築・既存）
・長期優良住宅の認定（新築）
□適切な維持管理への取組
・維持保全計画に基づく10年間5回の定期点検（修繕工事）
・協議会が新たに開発する顧客管理システムへ住宅履歴情報の蓄積

※平成29年度に開発済みの仕組みを活用

協議会所属宅建業者により公益財団法人不動産流通推進セン
ター発行の戸建て住宅価格査定マニュアルを運用し評価する。

２．住宅の資産の価値の評価に係る取組

１．住宅の維持保全・性能向上に係る取組 ３．金融商品・流通商品開発に係る取組

平成29年度開発した「里まちの家」のWebサイト「里まっち」や「住
まいバンク」を活用し、仕組みの完成前より「移住循環型住宅」の仕
組み完成までの経過などについて発信する。

４．住宅ブランド化・情報提供に係る取組
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「Hi-ReMa（ハイレマ）住宅」開発プロジェクト
協議会名：NewsTock協議会（ニューストックきょうぎかい）
構成員：㈱静岡銀行 ㈱アライブ、今枝染工㈱、㈱メーワテック、(有)石牧建築、アトリエ

カドル、ロールアウト、佐原事務所、㈱三共建材、㈱共和（代表者兼事務局） 等

２．住宅の資産の価値の評価に係る取組

１．住宅の維持保全・性能向上に係る取組 ３．金融商品・流通商品開発に係る取組

４．住宅ブランド化・情報提供に係る取組

○販売前にインスペクションにより、建物現況調査を行い、
劣化の有無を確認、後に、現代の基準を満足する住宅性能と
する場合の項目（省エネ、耐震等）事にオプション工事とする。

・新築の場合長期優良住宅とする。（耐震等級は2～3とする）
⇒計算書は「仕様規定、許容応力度計算」のいずれかとする。

・中古の耐震基準は新耐震基準を標準とする。
⇒取扱う物件は昭和56年以降の物件とし、オプション工事として

評点1.0以上の改修を目標とする。
・断熱性能は、瑕疵保険対象工事（外壁・屋根）を考慮し、窓の改

修工事（U値=2.33w/㎡.k以下）を検討する。
断熱材は外装材、内装材の撤去を伴う工事の際、次世代省エネ
基準相当への改修（UA値=0.86w/㎡.k以下）を検討する。

○新築・中古共に「住宅履歴システム」を標準的に導入する。
定期点検時期について協議し、H31年1月までに決定する。

○公益社団法人不動産流通推進センターの『価格査定マニュアル』
を価格査定時の一方法として取入れる。

○オリジナル査定マニュアル策定、査定アプリ（システム）開発。
ベース価格は耐用年数からの基準価格、当協議会標準仕様を
元に査定を行うしくみとする。
販売物件標準仕様書に基づき、（プラス査定を取り入れる）
・プラスポイント…その後の修繕が必要ない部分
・マイナスポイント…修繕の必要となる部分

販売物件標準仕様書を満足するか否かが査定のポイントとなる。

• 金融機関、不動産事業者、住宅事業者、建築士、住宅資材商社
が共に「住宅性能評価」「長期優良住宅評価基準」について学ぶ。
耐震等級、省エネ等級、維持管理等級、劣化対策等級が付与す
る価値を協議会全事業者が共有する。

• 耐震等級、維持管理等級により図られる長寿命化、省エネ等級
により、光熱費の低下による可処分所得の増加など『付加価値』
がもたらす「効果」を共有し金融商品へ反映する。

• 静岡県建築住宅まちづくりセンター等へ依頼し、全2～3回の講
習会を開催する。H31年1月中旬までに優遇策を検討する。

○以下のしくみを地域住宅関連雑誌、FM、一般紙、業界紙へ依頼し
「Hi-ReMa(ハイレマ）住宅」のコンセプトを当地浜松へ告知する。

静岡県西部の住宅建築の市場性において、まず比較的土地が広く、安価に存在し大手建売住宅販売会社の進出が目立った地域性を理
解する必要がある。「新築至上主義」が長期間台頭し、中古住宅に対するマイナスイメージが根強く存在する。したがって、「安価な買った成
りの住宅」が中古住宅の一般的認識となっている。

新築住宅と並ぶ性能を確保した中古住宅が存在する事を市場に訴えたい。できる限り販売を先行するしくみを構築し、従来の買取再販で
遡上していなかった中古物件を顕在化させ、新たな住宅取得の手法として、一次取得者・子育て完了世代に対し普及を行う。

他
○専用HP作成

○SNS発信

○ブランドロゴ
作成
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住宅ストック維持・向上促進における仕組みの構築と
（仮称）「伊賀未来住宅」普及に関する商品開発を⾏う事業

協議会名： 名張中古住宅流通促進協議会

構成員： 伊賀南部不動産事業協同組合（代表者）、北伊勢上野信用金庫 西原支
店、㈱丸栄建設、㈱大道建設一級建築士事務所、㈱I GO、布生鑑定事務所

（仮称）「伊賀未来住宅」の認定条件として、インスペクションの実

施を必須とし、「既存住宅インスペクションガイドライン」を基本とした

本協議会の策定する基準により実施するものとする。また、住宅の性

能基準としては「日本住宅性能表示基準」を基に、名張地域の内陸

性盆地特有の寒暖差の大きい気候風土を考慮したものを策定する。

建物の維持管理については本協議会の定めた基準による維持保

全計画を策定し、計画に基づく定期的な点検、修繕を契約により義務

付ける。

名張地域の気候風土を考慮した既存住宅の性能の向上、適正な評価システム、経済的負担を軽減する４０年返済型住宅ローンを

一体化させた（仮称）「伊賀未来住宅」を開発することで、住宅の流通を下支えしている若年層に既存住宅の安心安全を訴えかけ、

良質な住宅ストックの流通を促進する仕組みを構築する。

２．住宅の資産の価値の評価に係る取組

１．住宅の維持保全・性能向上に係る取組 ３．金融商品・流通商品開発に係る取組

４．住宅ブランド化・情報提供に係る取組

本協議会の構成員である不動産鑑定士が策定する原価法（

Jareahas）に基づき、取引事例比較法などから得られた調査結果

について総合的に判断して評価の調査報告書の策定を行う。

• （仮称）「伊賀未来住宅」の認定を受けた住宅に対して、返済期間４

０年間の住宅ローンを研究・開発し、返済期間延長を掲げることに

よって、支払い額を下げる。

• 金融機関にとっても、長期間に渡り維持・管理された良質な住

宅を担保することは優位である。またこの４０年返済型住宅ロ

ーンに優遇金利を設け、ダブルでメリットを実感してもらえる仕

組みづくりを開発する。

• 長期間に渡る住宅の維持管理を補完するために、当初の維持管

理計画を基にファイ

ナンスの保証または

維持修繕積立金制度

を提案する。

（仮称）「伊賀未来住宅」は所得の高くない若年層に向け訴求す

ることを第一の目標とし、そのメリットと価値を広く認知させること

が、良質な住宅ストックの

流通を促進するものにな

ることを目指す。 48



「広島良質Re住宅」の推進
協議会名：広島良質住宅整備促進協議会
構成員：（特非）住環境デザイン協会（代表者）、(株)エコデザイン工房、地井設計室、平和不動産販売

(株)、(株)中央鑑定所、岡本甫税理士事務所、松浦司法事務所、(株)広島銀行 等

①金融機関との定期協議 ②全国の金融機関が持つ類似商品の
調査・分析 ③商品販売に伴うリスクヘッジ研究 ④実査に基づく評
価シミュレーション ⑤ローン利用目的範囲・適用エリアの確定 ⑥
商品ネーミング考案 ⑦周知・普及活動 を行う。

①対象住宅を、建築士、宅建士、鑑定士が同時に査定評価し、シス
テムの改良・充実を図る

②対象住宅のレベル（３等級）に応じた評価マニュアルを策定し、金
融機関の理解・納得へ繋げる

③THK住宅査定システムを使える人材の育成マニュアル・教材を
開発するとともに「住宅査定士（仮称）」資格制度を構築する。

①維持保全・性能向上のためのリフォームを視野に入れたインスペク
ション手法の開発・・・リフォームを施す際、所有者に安心を与える
ための、インスペクション項目とその手法を開発する。

②自らメンテナンスできる仕組みの開発・・・業者任せではなく、出来
るところはDIYリフォームで施工する仕組みを創出し提唱する。

２．住宅の資産の価値の評価に係る取組

１．住宅の維持保全・性能向上に係る取組 ３．金融商品・流通商品開発に係る取組

①認定住宅のHP等での表示方法検討 ②セミナー・相談会の開催
③広告展開 ④HPの制作・運用 等を行う。

４．住宅ブランド化・情報提供に係る取組

本協議会はこれまで、 ①既存住宅ポイント制度 ②「広島良質Re住宅」の認定基準・フロー ③「広島良質Re住宅」用の、融資期間の長い
（40年）住宅ローン ④住宅の新評価システムとして「THK住宅査定システム（広島版）」 を開発した。

今年度は、④を適用した、建物評価のあるリバースモーゲージ商品を開発し、高齢化社会に適った仕組みを策定すると同時に、セミナー等
を実施し、周知・広報に努める。また、「THK住宅査定システム」の普及もスタートさせ、その一環として、「住宅査定士（仮称）」資格制度を検

討し、人材育成につなげていく。

49



「ホームアゲイン（仮称）認定住宅」の推進
協議会名：一般社団法人住宅流通促進協議会

構成員：一般社団法人住宅流通促進協議会（代表者）、九州ソーシャル
グッド協議会、株式会社大好産業、株式会社福岡銀行

築年数が古い空き家は耐震性能や基礎の劣化は再建築以外は改善の方法
が無いとされてきた。しかし、接道義務を果たせない再建築不可物件のストッ
クが増加している。そこで、「ホームアゲイン」という新たな仕組みを開発する。
構造設計事務所、耐震診断士、建築指導課（検討中）等と協力して、主要構造
部及び基礎部分の改修を行い、性能向上と長期に渡る維持保全を実現する
新たな工法を開発する。また、施工要領書やガイドラインを作成し「ホームアゲ
イン認定」の仕組みの開発推進を行う。

耐震性に乏しく、経年劣化した空き家や接道義務を果たさない等にて再建築不可の物件に対し、改善に必要な主要構造部や基礎部分の改修を行う為の
構造計算、耐震診断等、検証を行い、性能向上と維持保全を実現する新しい工法を開発する。
「ホームアゲイン認定」をして、要領書やガイドラインを作成し、適合物件に関しては、福岡銀行が新たに開発する「住宅ローン」にて融資できるようにする。

空き家、及び対象物件に対し、情報収集等の価格分析や市場価値を算出。建物診断士（インスペクター）による検査と等該物件として基準をクリアするかどうか
の評価を行い、対象物件に対し大規模な改修を行う。

２．住宅の資産の価値の評価に係る取組

１．住宅の維持保全・性能向上に係る取組 ３．金融商品・流通商品開発に係る取組

４．住宅ブランド化・情報提供に係る取組

空き家所有者、宅建事業者、買取再販業者へ新しい住宅提供の方法として
「ホームアゲイン認定」の情報提供を行う。福岡県宅建協会と協力し、売買
仲介を行う宅建事業者を通じて消費者へ告知を行う。制度の概要等に関し
てはホームページを活用し、具体的な実例物件などは、不動産サイト等で住
宅ローンが組める旨を告知する。

新しい仕組みとして開発する「ホームアゲイン認定」の適合物件に対し、住
宅ローン融資できる商品を開発する。開発には福岡銀行ローン推進部、宅
建事業者、不動産鑑定士を交え取り組みを行う

当該対象物件（再建築不可物件）は購入者が利用できる「住宅ローン」が存
在しない。また、古い都市計画や建築基準法による建築物である為、現在の
住宅市場ニーズに適合せず、資産価値評価は著しく低い。その反面、駅や生
活便利施設の近隣の当該物件も多く、立地としての需要は高い。当該物件を
「ホームアゲイン」として、仕組みの適合前、適合後の市場価値を、市場競合
比較分析法と不動産鑑定士のJAREAHASの原価法に基づく価格を比較し、
市場ニーズの高い物件に対して適切な価値評価を行う。
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石川県 「安⼼Ｒ住宅」の推進 協議会名：石川県「安心Ｒ住宅」普及促進協議会

構成員： （一社）石川県木造住宅協会 （代表者）、（一社）石川県建築士会、
（公社）石川県不動産鑑定士協会、㈱住宅あんしん保証 等

金融商品・流通商品開発に係る取り組みとして、
「一般社団法人 石川県木造住宅協会」が定める、「安心
Ｒ住宅」の要件を満たすことが証明されることを前提に、
・金利の優遇や返済期間の延長等、多様な選択が可能な
住宅ローン（リフォームローン）を提供する。

＊目的：長期使用等に資する様々な基準が高いことから
インセンティブを導入し、取得しやすくする。

住宅の維持保全・性能向上に係る取り組みとして、
・全物件で「既存住宅売買瑕疵保険」の現場検査を
実施する（検査事業者の「検査適合証」発行）。

＊目的：構造や雨水に係る項目（性能）の確保

住宅の資産の価値の評価に係る取り組みとして、
・一定の要件を満たした建築士がインスペクション
（建物診断）を実施。その「建物診断の報告書」を踏まえて
構成員の不動産鑑定士が、本協議会独自の不動産鑑定
評価（「JAREA HAS」がベース）を実施する。

＊目的：住宅性能を適正な価格評価につなげる仕組み
の開発

良質な住宅ストックの資産価値が適正に評価され、維持管理やリフォームの実施にインセンティブが働く、健全な中古住宅
・リフォーム市場を実現することを目的に、住宅ストックにおける現状と課題について理解し、「住宅の資産価値」が適正に
評価される仕組みを形成するために、維持向上・評価・流通・金融等が一体となり、仕組みの開発と普及に取り組む。

２．住宅の資産の価値の評価に係る取組

１．住宅の維持保全・性能向上に係る取組 ３．金融商品・流通商品開発に係る取組

住宅ブランド化・情報提供に係る取り組みとして、
「一般社団法人 石川県木造住宅協会」が定める、「安心Ｒ
住宅」の要件を満たした既存住宅は、
・「一般社団法人 石川県木造住宅協会」が提供する
ウェブサイトで公開する。

・広告等で広く県民に
周知する。

＊目的：既存住宅に係る
様々な情報が開示される
ことで、消費者に“分かりやすさ”を提供する（購入しやすくする）。

４．住宅ブランド化・情報提供に係る取組

参考資料：株式会社 住宅あんしん保証「既存住宅売買瑕疵保険」現場検査に係る資料
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「マイホーム再生ローン」プロジェクトの推進 協議会名：東海住宅ストック協議会
構成員： 一社）ハウスサポート（代表者）、

岐阜県不動産鑑定士協会、名古屋大学リノベ住宅ブランド研究会、
十六銀行、岐阜県各務原市 等

退職後の安定し継続した所得がないシニア層に対して住宅改修
を行う為の住宅ローンの開発を計画しており、担保評価の対象を
土地の他に既存建物及び個人の金融資産の全体で評価できる仕
組みを研究している。その中で、既存建物の将来価格を担保する
ために、維持保全については、第三者による定期的な検査と維持
修繕及び履歴情報をＷＥＢ管理する事を必須とした。

シニア世代の持ち家を利活用し、子育て世代にリレーする仕組みを開発する。
対象地域は地方都市を想定し名古屋郊外の岐阜県各務原市とする。開発予定の「マイホーム再生ローン」はシニア世代の持ち家を良質な
住宅へ改修する事で既存住宅の資産価値を担保評価の一部として組み込んだ金融商品を想定している。対象の住宅は長期優良住宅の認
定を取得することが求められる。又、それにより住宅の良質性が評価できる。更に対象となる住宅は担保評価額として組み込む計画である
為、第三者による定期的な検査と維持管理及びＷＥＢによる履歴管理を必須とする。既存住宅の評価方法は当協議会で開発した「東海ＪＩＲ
ＡＣ」で行う。周知は各務原市が行い、名古屋大学リノベ住宅ブランド研究会と開発したブランドを活用し産学官協同で普及を行う。

２．住宅の資産の価値の評価に係る取組

１．住宅の維持保全・性能向上に係る取組 ３．金融商品・流通商品開発に係る取組

４．住宅ブランド化・情報提供に係る取組

住宅の性能向上については、昨年度協議会で策定したブランド
「リノベソムリエ」を条件とする。「リノベソムリエ」は長期優良住宅
を基本性能とし、地域性や維持管理を加味した内容となっている。

今年度は協議会のメンバーが「リノベソムリエ」のモデル棟を建設
し、性能向上に必要な技術力や建設コストを中心に研究する。

不動産鑑定士

①

岐阜JAREA HAS

②
建築士

長期優良住宅仕様
＝

（性能向上費） （修繕費） （交換費：トイレ等）
東海JIRAC

ハウスサポート
③

ホームインスペクター

インスペクション

④
宅建士

流通化必須部材

シニア世代の持ち家の性能や質を改修して、次の世代にリレー
する為に支援する住宅ローンの開発を行う。融資する際の担保
として「土地」「既存建物」の
下落リスクを防ぐこと、
返済者の返済能力を確保
する必要がある。商品化に
あたり、そのリスク対策を
確実に行う事が求められる。

協議会がブランド化した「リノベソムリエ」を消費者や協議会以外
の住宅事業者に向けて周知し長期優良住宅化リフォームの普及
を行う。モデル棟は、東海地方の伝統的な土壁工法の既存住宅
を改修する為、施工難易度が高い。しかし、東海地方に多く存在
する土壁工法の既存住宅でもあるため産官学連携で取り組む。

モデル棟は岐阜県各務原市が中心にプロモーションを行い、一
般消費者や協議会以外の住宅事業者の見学も受け入れ、地域
一体で普及に取り込む予定。
モデル棟は改修前後の性能の
測定を行う事と来場者への体感
アンケートを行い「リノベソムリエ」
の消費者メリットを明確にする。

開発する金融商品が既存建物の担保評価を組み込む為、より一
層厳格に既存建物の評価をする必要がある。昨年度本協議会で
開発したＪＡＲＥＡ ＨＡＳの改良型「東海ＪＩＲＡＣ」を用いて既存建
物の担保評価を行う。
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協議会名：新しい住宅金融手法を検討する協議会
構成員： ㈱常陽銀行、（代表者）、 ㈱日立ライフ、常陽信用保

証㈱、損害保険ジャパン日本興亜㈱

以下のような金融商品を開発する

• 従来の住宅金融は、住宅新築資金は住宅ローンとして調達し、
大規模修繕に掛かる資金はリフォームローンとして調達、老後資
金はリバースモーゲージローンとして、各々を都度調達する必要
があり、利用者はその度ごとにローンの申し込み手続きをして、
担保設定等を行うなど、手続き面の負担が大きい。

• そのため、住宅の新築、大規模な修繕から老後資金までを1つ
のローン商品体系にて調達可能な仕組みを開発する。

• これにより、大規模修繕に必要な資金を簡易な手続きで調達す
ることが可能となり、加えて、大規模修繕により向上した資産価
値をリバースモーゲージローン（老後資金）の借入可能額に反映
することにより、老後に必要な資金調達が可能となる。

• これにより、「定期的に大規模修繕に取組んでいれば資産価値
を維持することが可能となり、それが延いては老後資金の調達
にも影響を与える」ということになり、計画的に大規模修繕を行う
インセンティブにも繋がってくる。

• 長期修繕計画と金融商品を連動させることにより、修繕を行うこ
とにより、資産価値、使用価値の両面から価値を維持することが
可能となる。

• 人生100年時代においては、ライフステージの変化（在職期からセカンドステージへ）に伴う老後資金の調達には、年金、退職金だけでは十分と
は言えず、自宅を資金化する仕組みも必要となる。しかしながら、自宅に対して計画的な補修がなされていないケースが多く、資産価値、使用価
値両面から価値の低下を招き、結果として自宅を資金化しても必要十分な老後資金の借入が困難となっている。

• 本協議会においては、長期修繕計画に基づく計画的な修繕を促すために、住宅新築資金、長期修繕計画に基づく修繕費用、および老後資金の調達
を１つのローン体系の中で調達可能とし、さらに、修繕実施の有無によりローンの借入条件が変わるような仕組みを構築する。

２．住宅の資産の価値の評価に係る取組

１．住宅の維持保全・性能向上に係る取組 ３．金融商品・流通商品開発に係る取組

 計画的な修繕のメリットの周知
• 計画的な修繕実施の有無により長期的な費用負担の差等を

明示して、計画的な修繕を促す
 新たな付加価値の提供

• 計画的な修繕の実施により、セカンドステージ（老後）に
必要なサービスを有利な条件で受けられるようにする

 ライフプランニング
• 計画的な修繕を促すために、後記３の金融商品はライフプ

ランニング（生涯生活設計）を通じて提供していく

４．住宅ブランド化・情報提供に係る取組

住宅の資産価値を維持する仕組みの構築

• 住宅新築資金（住宅ローン）、その後に発生する修繕費用（リ
フォームローン）、老後資金（リバースモーゲージロー）を１つの
ローン体系にて借入可能な金融商品を開発する（後記３）。

• 長期優良住宅を対象とし、新築時に策定した長期修繕計画に基
づく修繕費用を上記金融商品にて調達し、計画的な修繕がなさ
れていれば、将来、調達する老後資金を有利な条件で調達でき
る仕組みを構築（修繕がなされていない場合と差別化する） 。

• これにより、計画的な修繕への取組みを促していく。

【修繕計画と連動した住宅ローンの活用イメージ】
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